
平成２７年２月２６日判決言渡 同日原本交付 裁判所書記官   

平成２３年（ワ）第１４３６８号 職務発明対価請求事件 

口頭弁論終結日 平成２６年１１月１３日 

判  決 

さいたま市＜以下略＞ 

原       告      Ａ 

同訴訟代理人弁護士   赤 尾 直 人 

東京都千代田区＜以下略＞ 

被       告   株式会社リケン 

同訴訟代理人弁護士   日 野 修 男 

            藤 井 冨 弘 

            山 本 卓 也 

同訴訟復代理人弁護士  大 林 和 人 

主  文 

１ 被告は，原告に対し，２２３万９５８５円及びこれに対する平成２

３年５月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

２ 原告のその余の請求を棄却する。 

３ 訴訟費用はこれを５０分し，その１を被告の，その余を原告の各負

担とする。 

４ この判決は，第１項に限り，仮に執行することができる。 

事実及び理由 

第１ 請求 

 被告は，原告に対し，１億１３８０万７１０２円及びこれに対する平成２３

年５月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。 

第２ 事案の概要 

 本件は，被告の従業員であった原告が，被告に対し，３件の特許権に係る職



務発明についての特許を受ける権利を被告に承継させたことによる平成１６年

法律第７９号による改正前の特許法３５条（以下「旧３５条」という。）３項

に基づく相当の対価１億１３８０万７１０２円及びこれに対する請求日の後で

ある平成２３年５月２１日（訴状送達日の翌日）から支払済みまで民法所定の

年５分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。 

１ 争いのない事実等（後掲各証拠及び弁論の全趣旨により容易に認められる事

実並びに当裁判所に顕著な事実） 

(1) 当事者 

ア 原告は，大学卒業後，昭和４８年４月に被告に入社し，平成２１年６月

に退職するまで，主として金属材料の表面処理に関する技術開発等に従事

した。 

イ 被告は，各種ピストンリング及びシール部品等の自動車部品並びに他の

産業機械部品の製造及び販売等を目的とする株式会社である。 

(2) 被告の特許権 

ア 被告は，下記の特許権（以下，順に「本件特許権１」，その特許を「本

件特許１」などといい，「本件各特許権」，「本件各特許」と総称する。

また，それぞれの特許出願の願書に添付された明細書（本件特許２につい

ては平成１２年１０月２日に確定した訂正後のもの）を順に「本件明細書

１」などという。）を保有していた。（甲１の１～３，２の２，乙５，４

３）。 

(ア) 本件特許権１ 

 登録番号       特許第２７３２５１９号 

発明の名称     ピストンリング及びその製造方法 

原出願日     昭和５９年１０月５日（特願昭５９－２０７９８

６号。以下「本件原出願」という。） 

分割出願の日   平成７年１月２６日（特願平７－１０３９３号） 



公  開  日  平成７年１０月３１日（特開平７－２８６２６１

号） 

登  録  日  平成９年１２月２６日 

存続期間満了日  平成１６年１０月５日 

発  明  者  原告 

なお，本件特許１については，本件訴訟提起後の無効審判請求により

無効とする旨の審決が確定した。 

(イ) 本件特許権２ 

登録番号     特許第２６９２７５８号 

発明の名称    ピストンリング 

原出願日    (ア)と同じ（本件特許権１及び２は同一の原出願か

らの分割出願である。） 

分割出願の日   平成７年１月２６日（特願平７－１０４５２号） 

公  開  日  平成７年１０月３１日（特開平７－２８６２６２

号） 

登  録  日  平成９年９月５日 

登録抹消日    平成１６年９月５日 

発  明  者  原告 

(ウ) 本件特許権３ 

登録番号  特許第２７７１９４７号 

発明の名称  摺動部材 

出  願  日  平成６年４月２１日（特願平６－１０４９９３号） 

公  開  日  平成７年１１月７日（特開平７－２９２４５８号） 

登  録  日  平成１０年４月１７日 

発  明  者  原告，Ｂ（以下「Ｂ」という。） 

イ 本件各特許の特許請求の範囲の請求項１の記載は次のとおりである（以



下，順に「本件発明１」などといい，「本件各発明」と総称する。なお，

本件発明２は上記訂正後の特許請求の範囲である。）（甲１の１～３，乙

５）。 

(ア) 本件発明１ 

「少なくとも一つの摺動面に，ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化ク

ロムからなる混合組織を主成分とした組織でなるイオンプレーティング

被覆層を形成したことを特徴とするピストンリング。」 

(イ) 本件発明２ 

「少なくとも一つの摺動面に，Ｘ線回折法で同定されるＣｒＮ型窒化ク

ロムのみを主成分とし，ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム

以下の超微細組織でなるイオンプレーティング被覆層を形成したことを

特徴とするピストンリング。」 

(ウ) 本件発明３ 

「鋳鉄または鋼からなる母材の表面にイオンプレーティングによるクロ

ムと窒素とを主成分とする皮膜を被覆させた摺動部材において，皮膜を

被覆させる母材の表面粗さがブラスチング処理による２μｍ～８μｍで

あり，皮膜の表面粗さを０．８μｍ以下とし，且つ膜厚を１０μｍ～６

０μｍとしたことを特徴とする摺動部材。」 

(3) 特許を受ける権利の承継等 

ア 原告は，被告に在職中に，被告における原告の職務に属する行為により，

本件発明１及び２は単独で，本件発明３は被告の従業員Ｂと共同で，それ

ぞれ発明した。 

イ 被告は，職務発明に関し，特許規定，特許表彰要領，特許社長表彰運用

基準等を定めている（以下，これらを併せて「本件特許規定等」とい

う。）。本件特許規定等には，職務発明に係る特許を受ける権利は被告に

承継され，被告は，特許発明を実施したときなどに，職務発明をした従業



員に対し所定の金銭を支払う旨が規定されている。 

ウ 本件特許１及び２は本件原出願の分割出願に係る特許であるところ，被

告は，昭和５９年９月１０日，本件特許規定等に基づいて本件原出願の対

象とされた発明について特許を受ける権利を原告から承継した。また，被

告は，平成６年２月２１日，本件特許規定等に基づいて本件発明３につい

て特許を受ける権利を原告及びＢから承継した。（乙３，４） 

エ 被告は，本件各特許につき，第三者に実施許諾をしていない。 

(4) 被告の製品 

ア ピストンリングは自動車等のエンジン内のピストンとシリンダ内壁との

間の隙間をなくすためにピストンに装着される部品であり，燃焼室側から

トップリング，セカンドリング及びオイルリングの３本が装着される。オ

イルリングの種類として，レール（スリーピースオイルリング）及びＤＶ

Ｍ（ツーピースオイルリング）がある。（乙９１，９５，９６） 

イ 被告は，イオンプレーティングにより窒化クロムの皮膜を形成したトッ

プリング及びオイルリング（ＤＶＭ及びレール）を製造していたが，これ

らは，ＩＰ番号（イオンプレーティング皮膜の種類を分類するために被告

が付した番号）により分類することが可能である。 

 被告が製造する上記トップリング及びオイルリングには，●（省略）●

（以下「Ｃｒアンダーコート品」という。）と，このような下地の皮膜を

成膜していない製品があった。 

(5) 被告による支払 

 被告は，原告に対し，本件特許規定等に基づき，次のとおりの支払をした。 

ア 実施賞（合計７８万７４００円） 

(ア) 平成１０年度分（平成１０年４月１日から平成１１年３月３１日ま

での特許発明の実施を理由に支払われた金員をいう。以下，各年度分に

つき同旨。ただし，実施の有無については後記のとおり争いがある。）  



 平成１１年１１月３０日に，本件特許１及び２につき各１万円を支払

った。 

(イ) 平成１１年度分 

 平成１２年１２月２９日に，本件各特許につき各１万円を支払った。 

(ウ) 平成１２年度分 

 平成１３年１２月４日に，本件特許１につき２万円，本件特許２につ

き５０００円，本件特許３につき１万５０００円を支払った。 

(エ) 平成１３年度分 

 平成１４年１２月１０日に，本件特許１につき２万円，本件特許２に

つき２万円，本件特許３につき１万円を支払った。 

(オ) 平成１４年度分 

 平成１５年１２月８日に，本件特許１につき４万円，本件特許２につ

き３万円，本件特許３につき１万５０００円を支払った。 

(カ) 平成１５年度分 

 平成１６年１２月８日に，本件特許１につき３万円，本件特許２につ

き２万円，本件特許３につき１万５０００円を支払った。 

(キ) 平成１６年度分 

 平成１７年１２月１３日に，本件特許１につき１万３４００円，本件

特許２につき１万５４００円，本件特許３につき３万７７００円を支払

った。 

(ク) 平成１７年度分 

 平成１８年１２月１５日に，本件特許３につき７万７８００円を支払

った。 

(ケ) 平成１８年度分 

 平成２０年１月３１日に，本件特許３につき１１万３３００円を支払

った。 



(コ) 平成１９年度分 

 平成２１年３月３１日に，本件特許３につき１２万３９００円を支払

った。 

(サ) 平成２０年度分 

 平成２２年１１月２５日に，本件特許３について１１万５９００円を

支払った。 

イ 社長表彰（合計４３万７０００円） 

  平成１２年１２月５日に，トップリングについて１８万３０００円，オ

イルリングについて２５万４０００円を支払った。 

(6)  本件訴訟における経過 

ア 原告は，平成２３年４月２８日，本件訴訟を提起した。 

イ 被告は，平成２３年９月２８日第１回弁論準備手続期日において，後記

２(2)（被告の主張）アの相当の対価支払請求権全部についての消滅時効

を援用する意思表示をした。また，平成２４年９月４日第６回弁論準備手

続期日において，同イの各年度分の相当の対価支払請求権についての消滅

時効を援用する意思表示をした。 

２ 争点及び争点に関する当事者の主張 

 本件各発明が旧３５条１項の職務発明に当たることに争いはなく，原告は，

被告が本件各発明を独占的に実施して利益を得たとして，これについての相当

の対価（同条３項，４項）の支払を求めている。本件の争点は，(1) 被告に

よる本件各発明の実施の有無（争点１），(2) 消滅時効の成否（争点２），

(3) 本件各発明により受けるべき利益の額（争点３），(4) 相当の対価の額

（争点４)であり，争点に関する当事者の主張は以下のとおりである。 

(1) 被告による本件各発明の実施の有無（争点１）について 

（原告の主張） 

ア 被告の製品 



(ア) 本件発明１ 

 被告は，本件特許１の出願公開日である平成７年１０月３１日から存

続期間満了日である平成１６年１０月５日まで，本件発明１の実施品で

あるＩＰ２００トップリング及びＩＰ２００オイルリング（ＤＶＭ及び

レール）（以下「被告製品１」と総称する。）を製造販売していた。 

(イ) 本件発明２ 

 被告は，本件特許２の出願公開日である平成７年１０月３１日から存

続期間満了日である平成１６年１０月５日まで，本件発明２の実施品で

あるＩＰ２５１トップリング，ＩＰ２５１オイルリング（ＤＶＭ），Ｉ

Ｐ２５３トップリング及びＩＰ３００トップリング（以下「被告製品２」

と総称する。）を製造販売していた。 

(ウ) 本件発明３ 

 被告は，本件特許３の出願公開日である平成７年１１月７日から平成

２１年７月まで，本件発明３の実施品である被告製品１及び被告製品２

（以下，被告製品１及び２を併せて「被告各製品」ということがある。）

を製造販売していた。 

(エ) 炉ごとの実施期間 

 被告は，１～１０号炉，試作炉（ＨＣＤ炉）及び試作炉（ＡＩＰ炉）

２炉を設置し，各炉でイオンプレーティングをしていた。本件各発明の

炉ごとの実施期間は，別紙主張対照表①～④の「原告」欄の各「実施

（製造）開始」欄の日又は月から各「同終了」欄の日又は月までである。 

イ 技術的範囲の属否について 

(ア) 本件発明１ 

ａ 本件発明１の技術的範囲 

(ａ) 「ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる」とは，

ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムが含まれていれば足り，



その割合は問わない。 

(ｂ) 特許請求の範囲にはイオンプレーティングの方式に関する記載

はないから，イオンプレーティングの方式（ＨＣＤ方式かＡＩＰ方

式か）を問わず本件発明１の技術的範囲に属する。 

(ｃ) Ｃｒアンダーコート品も本件発明１の技術的範囲に属する。 

ｂ 充足性 

 被告製品１は，「少なくとも一つの摺動面に，ＣｒＮ型窒化クロム

とＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる混合組織を主成分とした組織でなる

イオンプレーティング被覆層を形成した」ピストンリングであるから，

Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムの割合，製造した炉の種類及びＣｒアンダーコ

ートの有無を問わず，本件発明１の構成要件を充足する。 

(イ) 本件発明２について 

ａ 本件発明２の技術的範囲 

 (ａ) 「ＣｒＮ相の大きさ」とは，ＣｒＮ相を形成する結晶子の大き

さを意味する。 

(ｂ) 特許請求の範囲にはイオンプレーティングの方式に関する記載

はないから，イオンプレーティングの方式を問わず本件発明２の技

術的範囲に属する。 

(ｃ) Ｃｒアンダーコート品も本件発明２の技術的範囲に属する。 

ｂ 充足性 

 被告製品２は，「少なくとも一つの摺動面に，Ｘ線回折法で同定さ

れるＣｒＮ型窒化クロムを主成分とし」，ＣｒＮ相を形成する結晶子

の「大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織でなるイオ

ンプレーティング被覆層を形成した」ピストンリングであるから，製

造した炉の種類及びＣｒアンダーコートの有無を問わず，本件発明２

の構成要件を充足する。 



(ウ) 本件発明３について 

ａ 本件発明３の技術的範囲 

 (ａ) 「表面粗さ」の指標はＲｚ（十点平均粗さ）である。 

(ｂ) 特許請求の範囲にはイオンプレーティングの方式に関する記載

はないから，イオンプレーティングの方式を問わず本件発明３の技

術的範囲に属する。 

(ｃ) Ｃｒアンダーコート品も本件発明３の技術的範囲に属する。 

ｂ 充足性 

(ａ) 被告各製品のうち，●（省略）●を使用したものは「母材の表

面粗さがブラスチング処理による２μｍ～８μｍ」（Ｒｚの指標）

に当たる。 

(ｂ) 被告各製品のうち，別紙主張対照表③及び④の発明３の「原告」

欄の「実施（製造）開始」欄の日から「同終了」欄の日までに製造

されたものは，●（省略）●を使用している。 

(ｃ) 上記(ｂ)の製品は，「鋳鉄または鋼からなる母材の表面にイオ

ンプレーティングによるクロムと窒素とを主成分とする皮膜を被覆

させた摺動部材」であって，「皮膜の表面粗さを０．８μｍ以下と

し，且つ膜厚を１０μｍ～６０μｍとした」摺動部材であるから，

製造した炉の種類及びＣｒアンダーコートの有無を問わず，本件発

明３の構成要件を充足する。 

(エ) 試作炉における実施について（本件各発明を通じ） 

 被告は試作炉において製造したピストンリングを顧客に販売している

から，これが試験又は研究のためにする実施に当たることはない。 

（被告の主張） 

ア 被告の製品 

 被告各製品の製造期間は，別紙主張対照表①～④の「被告」欄の各「実



施（製造）開始」欄の日又は月から各「同終了」欄の日又は月までである。 

イ 技術的範囲の属否について 

(ア) 本件発明１ 

ａ 本件発明１の技術的範囲 

(ａ) 本件明細書１の段落【００１２】及び【図４】によれば，「Ｃ

ｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる混合組織」とは，

ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムの含有割合がほぼ同程

度である場合に限られる。 

(ｂ) 本件明細書１にはイオンプレーティングの方式としてＨＣＤ方

式についての記載はあるがＡＩＰ方式についての記載はない。また，

本件明細書１の段落【００１１】には，クロムの蒸着速度がチタン

の蒸着速度より極めて速いことが記載されているが，ＡＩＰ方式で

はクロムよりチタンの蒸着速度の方が早く，本件発明１の効果を得

ることができない。 

 したがって，ＡＩＰ方式によるイオンプレーティングは本件発明

１の技術的範囲に属しない。 

(ｃ) Ｃｒアンダーコート品は，窒化クロムから成るイオンプレーテ

ィング被覆層の下にイオンプレーティングにより金属クロムから成

る皮膜を成膜したものであり，窒化クロムを主成分とするものでな

いから，本件発明１の技術的範囲に属しない。 

ｂ 充足性               

(ａ) ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムの混合相では，本

件発明１の作用効果である剥離防止，耐摩耗性及び耐焼き付き特性

の向上（段落【００１０】）の作用効果を得られないから，被告製

品１は本件発明１の技術的範囲に属しない。 

(ｂ) 被告製品１のうちＡＩＰ炉で製造した製品は，ＣｒＮ型窒化ク



ロム単一相である。仮に，Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムが含まれるとして

もその割合は非常に小さいから，上記ａ(ａ)に照らし，「ＣｒＮ型

窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる混合組織」を充足しな

い。 

 また，ＡＩＰ炉で製造した製品は，上記ａ(ｂ)に照らし，本件発

明１の技術的範囲に属しない。 

(ｃ) 被告製品１のうちＣｒアンダーコート品は，上記ａ (ｃ)に照ら

し，本件発明１の技術的範囲に属しない。 

(イ) 本件発明２について 

ａ 本件発明２の技術的範囲 

 (ａ) ① 「ＣｒＮ相」とはＣｒＮの状態を意味するから，大きさを

観念することはできないこと，② 仮に「ＣｒＮ相」をＣｒＮ相を

形成する結晶の大きさと解するとしても，結晶子の大きさか結晶粒

の大きさかは不明であること，③ Ｘ線回折により結晶粒子の大き

さを検出する際の測定可能な最大値は１０００オングストロームで

あり，「ＣｒＮ相の大きさ」をＸ線回折により測定される結晶子の

大きさとすると本件発明２の数値限定は無意味なものとなることか

らすれば，「ＣｒＮ相の大きさ」をＣｒＮ相を形成する結晶子の大

きさとする原告の解釈は不当である。 

(ｂ) 本件明細書２にはイオンプレーティングの方式としてＨＣＤ方

式についての記載はあるがＡＩＰ方式についての記載はない。また，

本件明細書２の段落【００１１】には，クロムの蒸着速度がチタン

の蒸着速度より極めて速いことが記載されているが，ＡＩＰ方式で

はクロムよりチタンの蒸着速度の方が早く，本件発明２の効果を得

ることができない。 

 したがって，ＡＩＰ方式によるイオンプレーティングは本件発明



２の技術的範囲に属しない。 

(ｃ) Ｃｒアンダーコート品は，窒化クロムから成るイオンプレーテ

ィング被覆層の下にイオンプレーティングにより金属クロムから成

る皮膜を成膜したものであり，窒化クロムのみを主成分とするもの

でないから，本件発明２の技術的範囲に属しない。 

ｂ 被告製品２の充足性 

(ａ) 「ＣｒＮ相の大きさ」はＣｒＮの結晶粒の大きさと解すべきも

のであり，そうであるとすると，被告製品２の結晶粒の大きさは１

０００オングストローム以下ではないから，本件発明２の技術的範

囲に属しない。 

(ｂ) 被告製品２のうちＡＩＰ炉で製造した製品は，上記ａ(ｂ)に照

らし，本件発明２の技術的範囲に属しない。 

(ｃ) 被告製品２のうちＣｒアンダーコート品は，上記ａ (ｃ)に照ら

し，本件発明２の技術的範囲に属しない。 

(ウ) 本件発明３について 

ａ 本件発明３の技術的範囲 

 (ａ) 表面粗さの指標には，Ｒａ（中心線平均粗さ），Ｒｍａｘ（最

大高さ），Ｒｚ（十点平均粗さ）があるが，特許請求の範囲及び本

件明細書３の記載からはいずれであるのか不明であり，Ｒｚである

とする原告の解釈は不当である。 

(ｂ) 本件明細書３にはＨＣＤ方式についての記載はあるがＡＩＰ方

式についての記載はないし，本件明細書３の段落【０００９】には，

クロムの蒸着速度がチタンの蒸着速度より速いことが記載されてい

るが，ＡＩＰ方式ではクロムよりチタンの蒸着速度の方が早く，本

件発明３の効果を得ることができない。 

 したがって，ＡＩＰ方式によるイオンプレーティングは本件発明



３の技術的範囲に含まれない。 

(ｃ) Ｃｒアンダーコート品は，窒化クロムから成るイオンプレーテ

ィング被覆層の下にイオンプレーティングにより金属クロムから成

る皮膜を成膜したものであり，クロムと窒素を主成分とするもので

ないから，本件発明３の技術的範囲に属しない。 

ｂ 被告各製品の充足性 

(ａ) 被告各製品のブラスチングの際に用いるホーニング材は，別紙

主張対照表③及び④の「被告」欄の●（省略）●に切り替えた。切

替え後のものは，「母材の表面粗さ」がＲｚであっても「２μｍ～

８μｍ」を充足しない。 

(ｂ) 被告各製品のうちＡＩＰ炉で製造した製品は，上記ａ(ｂ)に照

らし，本件発明３の技術的範囲に属しない。 

(ｃ) 被告各製品のうちＣｒアンダーコート品は，上記ａ (ｃ)に照ら

し，本件発明３の技術的範囲に属しない。 

(エ) 試作炉における製造について（本件各発明を通じ） 

 被告各製品のうち試作炉で製造されたピストンリングは，顧客におい

て試験又は研究のために使用され，量産車で使用するために作られたも

のではないから，本件各発明の独占的効力に基づく実施に当たらない。 

(2) 消滅時効の成否（争点２）について 

（被告の主張） 

ア 相当の対価支払請求権全部の消滅時効（主位的主張） 

本件特許規定等には相当の対価の支払時期の定めはないので，特許を受

ける権利の移転時が消滅時効の起算点となる。 

 (ア) 本件発明１及び２ 

 分割出願された本件発明１及び２について特許を受ける権利は，本件

原出願に係る発明の特許を受ける権利の移転時である昭和５９年９月１



０日に原告から被告に移転し，同日，相当の対価支払請求権が発生した。

したがって，同日から時効期間が進行し，平成６年９月１０日の経過に

より，本件発明１及び２についての相当の対価支払請求権は消滅した。 

(イ) 本件発明３ 

 本件発明３について特許を受ける権利は平成６年２月２１日に原告及

びＢから被告に移転し，同日，相当の対価支払請求権が発生した。した

がって，同日から時効期間が進行し，平成１６年２月２１日の経過によ

り，本件発明３についての相当の対価支払請求権は消滅した。 

イ 各年度分の相当の対価支払請求権の消滅時効（予備的主張） 

  仮に，上記アの主張が認められないとしても，次のとおり，相当の対価

支払請求権の一部は時効により消滅した。 

(ア) 本件発明１ 

ａ 本件特許規定等には，職務発明に係る特許権の設定登録がされた日

の属する年度の末日までの実施に対する対価についての規定はないか

ら，平成９年１２月２６日（本件特許権１の設定登録日）から平成１

０年３月３１日までの実施に対応する相当の対価支払請求権の消滅時

効は平成９年１２月２６日から進行し，平成１９年１２月２６日の経

過により消滅した。 

ｂ 本件特許規定等には，特許権の設定登録がされた日の翌年度以降の

実施については，年度ごとに実施賞を支払う旨の定めがある。 

 被告は，原告に対し，平成１０年度分の実施賞を平成１１年１１月

３０日に，平成１１年度分の実施賞を平成１２年１２月２９日にそれ

ぞれ支払ったから，各支払日から当該期間分の実施に対応する相当の

対価支払請求権の消滅時効が進行し，平成２１年１１月３０日及び平

成２２年１２月２９日の経過により上記各年度分の相当の対価支払請

求権はそれぞれ消滅した。 



(イ) 本件発明２ 

ａ 本件特許規定等には，平成９年９月５日（本件特許権２の設定登録

日）から平成１０年３月３１日までの実施に対する対価についての規

定はないから，同期間分の実施に対応する相当の対価支払請求権の消

滅時効は平成９年９月５日から進行し，平成１９年９月５日の経過に

より消滅した。 

ｂ 被告は，原告に対し，平成１０年度分及び平成１１年度分の実施賞

を本件発明１と同様に支払ったから，上記各年度分の実施に対応する

相当の対価支払請求権はそれぞれ平成２１年１１月３０日及び平成２

２年１２月２９日の経過により消滅した。 

(ウ) 本件発明３ 

ａ 本件特許規定等には，平成１０年４月１７日（本件特許権３の設定

登録日）から平成１１年３月３１日までの実施に対する対価について

の規定はないから，同期間分の実施に対応する相当の対価支払請求権

の消滅時効は平成１０年４月１７日から進行し，平成２０年４月１７

日の経過により消滅した。 

ｂ 被告は，平成１２年１２月２９日，原告に対し，平成１１年度分の

実施賞を支払ったから，上記期間分の実施に対応する相当の対価支払

請求権は平成２２年１２月２９日の経過により消滅した。 

(エ) 本件発明１～３ 

ａ 本件特許規定等には，特許発明が３年間にわたり実施されており，

かつ，発明の評価及び年間実績利益評価額が一定以上の場合には社長

表彰を支払うことが定められている。 

ｂ 被告は，平成１２年１２月５日，原告に社長表彰を支払ったから，

平成９年度～平成１１年度の実施に対応する相当の対価支払請求権の

消滅時効は同日から進行し，平成２２年１２月５日の経過により消滅



した。 

（原告の主張） 

ア 相当の対価支払請求権全部の消滅時効に対し 

(ア) 起算点 

 本件発明１及び２の特許を受ける権利が移転したのはこれらの発明に

係る分割出願時（平成７年１月２６日）であり，本件発明１及び２の相

当の対価支払請求権も同日に発生した。 

(イ) 承認 

 実施賞及び社長表彰の支払は，本件各発明それぞれについて，相当の

対価全体に対する債務の承認に当たる。 

(ウ) 時効の利益の放棄 

 仮に，本件発明１及び２の相当の対価支払請求権の消滅時効の起算点

が昭和５９年９月１０日であり，上記(イ)の承認前に消滅時効が完成し

ているとしても，実施賞等の支払は時効完成後の承認であり，時効の利

益を放棄したものといえる。 

イ 各年度分の相当の対価支払請求権の消滅時効に対し 

 相当の対価支払請求権に基づく債務は毎年度累積し，実施賞及び社長表

彰の支払は法定充当により過去の実施分に対応する相当の対価の支払に充

当される。したがって，実施賞等の支払は，本件各発明それぞれについて，

相当の対価支払請求権全体に対する債務の承認に当たる。 

(3) 本件各発明により受けるべき利益の額（争点３）について 

（原告の主張） 

ア 実施品の売上高 

 本件各発明の実施品の製造本数は別紙主張対照表①～④の「原告」欄の

「製造本数」欄の，売上高は同「売上高」欄のとおりであり，本件各発明

ごとの実施品の売上高の合計は次のとおりである。 



(ア) 本件発明１ 合計５１億０９９７万８１８７円 

トップリング ３３１５万０６６９円 

オイルリング（ＤＶＭ及びレール） ５０億７６８２万７５１８円 

(イ) 本件発明２ 合計５２億６３０７万８２３８円 

トップリング ５２億６１２８万３３９６円 

オイルリング（ＤＶＭ） １７９万４８４２円 

(ウ) 本件発明３  合計５５億０５６２万７１１６円 

トップリング ４５億１６２５万４８１０円 

オイルリング（ＤＶＭ及びレール） ９億８９３７万２３０６円 

イ 超過売上げの割合 

(ア) 被告は，代表的な自動車メーカーを含む国内の内燃機関使用メーカ

ーのほとんど全てにピストンリング製品を販売しており，ピストンリン

グ製品の国内市場において５０％のシェアを有している。 

(イ) 平成８年当時，オイルリングについてＰＶＤ－ＣｒＮ法（物理蒸着

法による窒化クロム皮膜）を採用したメーカーは被告以外には存在せず，

オイルリングの競合品はないから，被告はオイルリング（ＤＶＭ及びレ

ール）の国内市場を独占している。 

 トップリングについては，日本ピストンリング株式会社（以下「ＮＰ

Ｒ社」という。）及びＴＰＲ株式会社（旧商号は帝国ピストンリング株

式会社。以下「ＴＰＲ社」という。）がＰＶＤ－ＣｒＮ法によるトップ

リングを納品していたが，その割合は僅かであり，被告はトップリング

の国内市場のほとんどを占めていた。 

(ウ) 本件各製品の利益率は被告が製造販売する他の製品に比して非常に

高いが，これは本件各発明の実施による超過売上げの割合が高いことを

意味する。 

(エ) 以上によれば，オイルリングの超過売上げの割合は５０％であり，



トップリングの超過売上げの割合は２５％である。 

(オ) 被告は，下記（被告の主張）のとおり主張するが，不当である。 

ａ ＮＰＲ社及びＴＰＲ社のピストンリング製品は性能が劣り，被告各

製品の競合品たり得ない。 

ｂ ＴＰＲ社が保有する特許権（特許第３３５０１５７号）は，ＩＰ３

００トップリングのうちのＣｒアンダーコート品に対応する技術にす

ぎず，その余の被告各製品との関係で代替技術であるとはいえない。 

ｃ 本件各特許に無効理由は存在しない。 

 仮に無効理由があるとしても，特許権を保有して特許発明を実施し

てきた被告が，職務発明に係る相当の対価支払請求に対して無効理由

を主張することは許されない。また，本件特許１及び２の分割出願は，

被告が依頼した弁理士が行ったものであり，分割出願により無効理由

が生じたことを原告に主張するのは不当である。 

ウ 仮想実施料率 

(ア) 本件原出願は，多数の窒化クロム被膜に関する特許出願のうち最初

に出願されたものであり，本件発明１及び２は，コストや耐久性の面か

ら一般の自動車及びバイクに使用できるイオンプレーティング法による

ＣｒＮ皮膜によるピストンリングを提供するパイオニア発明であって，

被告のピストンリング製品の性能を基礎付けている。また，被告の社長

表彰の算定に際して「製品の技術的構成の主要部をなし，権利効果が顕

著であって，独創性ないし開発努力がかなり大きい」旨の評価を得てい

る。 

(イ) 本件発明３は，本件発明１及び２にホーニングの工程を付加するこ

とでコストダウンに寄与している。本件発明３は，それまで必要とされ

ていた母材の表面の酸化膜等の除去のためのボンバード工程の代わりに

サンドブラスト方式を採用したことにより，１３．７％の原価比率によ



るコストダウンを実現した。被告の社長表彰の算定における本件発明１

及び２と本件発明３の技術的価値の比率は０．９：０．４である。 

(ウ) 被告各製品の利益率は被告の他の製品の利益率の約３倍であり，こ

れは本件各発明の実施による。また，被告の主張する他の特許権及び実

用新案権に係る発明及び考案の売上げに対する寄与の割合は不明である。 

(エ) 以上によれば，本件発明１及び２の実施料率は各７％，本件発明３

の実施料率は３％を下らない。 

（被告の主張） 

ア 被告各製品の売上高 

(ア) 被告は，原告が主張する実施期間の被告各製品の売上高の記録を廃

棄しており，製造本数及び売上高は不明である。原告が算定の基礎とし

て使用した被告の製品図面番号に関するデータ（甲３７の１～４。以下

「甲３７号証」という。）及び原告の陳述書（甲６４）の基になるデー

タが真正なものであるかは疑問である。 

 また，仮に真正なものであるとしても，甲３７号証は被告の図面管理

用データベースのデータであり，文書の秘密性及びその使用の違法性に

照らせば，証拠として提出することには反社会性があり，信義則（民事

訴訟法２条）に反するものであって証拠排除されるべきである。 

(イ) 原告による推計は，各炉の生産能力を考慮しない点及び製造本数と

売上げが正比例するという前提で売上高を算定している点で不当であり，

平成２０年９月以降のリーマンショックによる生産減を無視している点

も誤りである。 

 仮に，原告が製造本数の推計を行うのに用いたデータの数値が正しい

としても，上記各点を考慮すれば，被告各製品の製造本数は，別紙主張

対照表①～④の「被告」欄の「製造本数」欄のとおりであり，製造本数

と売上高が正比例するとの前提が正しいと仮定した場合の売上高は同



「売上高」欄記載のとおりである。 

イ 超過売上げの不存在 

(ア) 競合品及び代替技術の存在 

ａ 被告は，ピストンリング製品の市場において国内の約５０％のシェ

アを，海外の約２０％のシェアを有し，ＮＰＲ社とＴＰＲ社は被告各

製品の競合品を製造販売していた。 

ｂ ＴＰＲ社は，本件各発明の代替技術である摺動部材及びその製造方

法に係る発明についての特許権（特許第３３５０１５７号。平成５年

６月７日出願，平成１４年９月１３日登録）を保有している。 

 (イ) 本件各特許には無効理由があること 

ａ 本件特許１ 

 本件特許１の分割出願に際して添付された明細書は，本件原出願に

際して添付された明細書に記載のない試料ＮＯ．４の耐摩耗試験結果

を新規に追加したものであり，分割要件に違反し出願日の遡及が認め

られない。そして，本件原出願の公開特許公報には本件発明１の構成

が記載されているから，本件発明１に係る特許には新規性欠如の無効

理由があり，その旨の審決が確定している。 

ｂ 本件特許２ 

 本件特許２には，次の無効理由があることが明らかである。 

(ａ) 本件特許２の出願手続において，特許請求の範囲に「ＣｒＮ相

の大きさが１０００オングストローム以下の超微細組織」と付け加

える補正がされたが，これは補正要件に反し不適法であるから，本

件特許２の出願は不適法な補正を看過して特許されたものとして，

その出願時は上記補正に係る手続補正書を提出した時に繰り下がる。 

  そして，本件原出願の公開特許公報に開示された発明からすれば，

本件発明２は新規性又は進歩性が欠如している。 



(ｂ) 「ＣｒＮ相の大きさ」の意義が不明であって実施可能要件に反

する。 

(ｃ) 出願前に頒布された刊行物である「ＰＶＤを利用した新材料開

発の動向」（乙２３）には結晶子の大きさが１０００オングストロ

ーム以下である旨記載されており，本件発明２は新規性が欠如して

いる。 

(ｄ) 結晶子の大きさが１０００オングストローム以下であることに

つき明細書に記載がなく，サポート要件に反する。 

(ｅ) 実願昭５８－１９５６５号（実開昭５９－１２６１５９号）の

マイクロフィルムには，イオンプレーティング法により摺動面に窒

化クロムを主成分とした組織でなる被覆層を形成したピストンリン

グが開示されている。Ｘ線回折により測定が可能な最大値は１００

０オングストロームであり，Ｘ線回折により測定したＣｒＮ相の大

きさは必ず１０００オングストローム以下となるから，本件発明２

は進歩性が欠如している。 

ｃ 本件特許３ 

 「表面粗さ」の指標について記載がなく，実施可能要件違反の無効

理由があることが明らかである。 

(ウ) 他社に対する権利行使の経緯 

 ●（省略）● 

(エ) 以上によれば，本件各発明の実施による超過売上げは存在しない。 

ウ 仮想実施料率 

(ア) 平成２１年度特許庁産業財産権制度問題調査研究報告書「知的財産

の価値評価を踏まえた特許等の活用の在り方に関する調査研究報告書～

知的財産（資産）価値及びロイヤルティ料率に関する実態把握」（乙１

３０）の技術分野別ロイヤルティ料率（国内アンケート調査）によると，



対象となる製品・技術例に「真空蒸着」を例示する「冶金」において，

ロイヤルティ料率の平均値は３．２％である。 

(イ) 被告は被告各製品に関し，被告の保有する１０件の特許権及び実用

新案権（特許第１６２７６３４号，特許第２８５９８８９号，特許第３

０９０５２０号，特許第３２６２３９１号，特許第３８９５７３０号，

特許第２７５７９７４号，実用新案登録第２０７６６３３号，実用新案

登録第２１００２０３号，実用新案登録第２１３８４７３号，実用新案

登録第２５９４８９１号）に係る発明及び考案を実施していたから，被

告各製品の売上げに対する本件各発明の寄与は限定的である。 

(ウ) ピストンリング製品の生産においては，本件各発明のような表面処

理に関する技術のほか，リングの形状，鋳造，機械加工，塑性加工，材

料の選定，製品の評価等に関する技術も重要である。 

 本件発明１及び２はピストンリング製品における摺動面の被膜に関す

る発明であり，ピストンリング製品全体に対する本件発明１及び２の寄

与度はそれぞれ３０％を超えない。 

 本件発明３は摺動面の被覆の加工の過程に関する発明であって，ピス

トリング製品全体に対する本件発明３の寄与度は２０％を超えない。ま

た，本件発明３の「母材の表面粗さ」の侵害立証は不可能であり権利行

使に適さない発明であること，「母材の表面粗さ」に関する数値限定は

先行技術を回避するために設けたもので，この数値限定を充たさなくて

も同等の作用効果を奏することができることからすれば，本件発明３の

技術的価値は低い。 

(エ) 前記イの事情及び上記(ア)～(ウ)の事情によれば，本件各発明の仮想

実施料率は限りなくゼロに近い。 

(4) 相当の対価の額（争点４）について 

（原告の主張） 



ア 被告の貢献度 

 ① 本件各発明は，旧科学技術庁金属材料研究所の設備を借用して行わ

れており，発明に要した費用は，材料費，出張旅費及び僅かな手みやげ代

にすぎないこと，② 本件原出願及び本件発明３の特許出願における出願

時明細書の作成，拒絶理由に対する対応は原告ないしＢが行っており，出

願に際して被告が負担した費用は通常の場合より低額であること，③ 本

件各発明は，原告（本件発明３についてはＢも）以外の被告の従業員から

の示唆や助力を得ずに行われたこと，④ 被告各製品の製造を行うために

被告は新たな装置を準備したが，試作は専ら原告が担当したこと，⑤ 被

告各製品の売上げが平成８年度以降大幅に増加している一方，被告のピス

トンリング全体の売上げの増加は１．１６倍にすぎず，また，被告各製品

の平均利益率（経常利益率に該当する。）は，被告の平成９年度～平成１

７年度における経常利益率の約３倍であることからすれば，被告の営業努

力ではなく，本件各発明の技術的価値が売上げに貢献したのであること，

⑥ 原告は，平均より昇進が遅く，本件各発明をしたことにより好待遇を

受けていないことからすれば，被告の本件各発明に対する貢献度は本件発

明１及び２については６０％，本件発明３については８０％である。 

イ 共同発明者間の寄与率 

 本件発明３における共同発明者Ｂの関与は，データの取得及び明細書の

作成が主であったから，本件発明３の７０％が原告の貢献によるものであ

る。 

ウ 以上によれば，原告が支払を受けるべき本件各発明の相当の対価は，次

のとおり，合計１億１４９８万１５０２円であり，既払金１１７万４４０

０円（実施賞７３万７４００円，社長表彰４３万７０００円）を控除した

残額は１億１３８０万７１０２円である。 

(ア) 本件発明１ 



ａ トップリング 

  ３３１５万０６６９円×２５％×７％×（１００－６０）％＝２３

万２０５５円 

ｂ オイルリング（ＤＶＭ及びレール）  

  ５０億７６８２万７５１８円×５０％×７％×（１００－６０）％

＝７１０７万５５８５円 

(イ) 本件発明２  

ａ トップリング  

５２億６１２８万３３９６円×２５％×７％×（１００－６０）％

＝３６８２万８９８４円 

ｂ オイルリング（ＤＶＭ） 

１７９万４８４２円×５０％×７％×（１００－６０）％＝２万５

１２８円 

(ウ) 本件発明３   

ａ トップリング  

４５億１６２５万４８１０円×２５％×３％×（１００－８０）％

×７０％＝４７４万２０６８円 

ｂ オイルリング（ＤＶＭ及びレール）  

  ９億８９３７万２３０６円×５０％×３％×（１００－８０）％×

７０％＝２０７万７６８２円 

（被告の主張） 

ア 被告の貢献度 

 本件各発明は，被告が原告に年度ごとの開発計画のテーマを割り当て，

原告の上司が金属材料研究所を紹介し，被告が給与，出張費，日当等を拠

出してされたものであり，原告の貢献度は１％を上回らない。 

イ 共同発明者間の寄与率 



 本件発明３における原告の寄与率は６０％を上回ることはない。 

第３ 当裁判所の判断 

１ 被告による本件各発明の実施の有無（争点１）について 

(1) 被告が被告各製品を製造していたことには争いがないから，被告各製品

が本件各発明の技術的範囲に属するかについて検討する（なお，本件各発明

の実施期間については後記３(2)において判断する。）。 

(2) 本件発明１ 

ア 本件発明１の技術的範囲 

(ア) 前記争いのない事実等，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次

の事実が認められる。 

ａ 本件明細書１の発明の詳細な説明の欄には次の趣旨の記載があるが，

イオンプレーティング法をＨＣＤ方式に限定する旨の記載や，ＣｒＮ

型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムの比率の技術的意義に関する記

載はない。（甲１の１） 

(ａ) 発明が解決しようとする課題 

 従来の金属チタンの窒化物や炭化物の皮膜は，硬度が高く柔軟性

に欠け，また，熱膨張係数が金属のそれに比べて著しく小さいため

に，金属母材との密着性が悪く，特に応力の作用状態の下で使用さ

れるピストンリングの摺動面層としてこれらの窒化物や炭化物層を

形成する場合には機関の運転中にリング母材から剥離を生じやすい

という問題があり，実用に供されるには至っていない。また，イオ

ンプレーティング法による上記皮膜の形成は皮膜生成速度が遅く，

充分な厚さの被覆膜を形成するには長時間を要するので生産上難が

あり実用に供し得ない。そこで，過酷な使用条件下においても充分

な耐摩耗耐焼き付き特性を示し，皮膜の剥離が起こり難いピストン

リング及び皮膜形成速度が速いピストンリング皮膜形成方法を提供



することを発明の目的としている。（段落【０００５】～【０００

７】） 

(ｂ) 課題を解決するための手段 

 課題解決のために本件発明１に係る特許請求の範囲記載のとおり

の構成を採用した。（段落【０００８】） 

(ｃ) 発明の作用 

 ピストンリングの被覆層はＰＶＤ法，好ましくは減圧された窒素

ガス雰囲気中で金属クロムを蒸着させる反応性イオンプレーティン

グ法を利用し，金属クロムの蒸着過程で該金属をＣｒＮ型窒化クロ

ムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムから成る混合組織に転換させることによ

り形成することができる。被覆膜を構成する成分をクロムの窒化物

であるＣｒＮとＣｒ２Ｎにしたのは，ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ

型窒化クロムから成る混合組織の熱膨張係数が母材金属のそれに近

く，ピストンリングの使用中に被覆層が金属母材から剥離すること

を防止でき，硬質クロムめっきより硬度も堅く，耐摩耗耐焼き付き

特性も良好であることによる。皮膜層構成成分としてクロムを採用

するのは，イオンプレーティング法による金属クロムの蒸着速度が

他の金属よりも大で，例えば，チタンの蒸着速度は０．３４μｍ／

ｍｉｎであるのに対し，クロムは４．０μｍ／ｍｉｎであって，生

産性の観点から極めて有効であることによる。（段落【０００９】

～【００１１】） 

(ｄ) 実施例 

 鋳鉄製平板の試料素材につき，ボンバード処理等を行った後に，

反応性イオンプレーティング装置の容器内において，窒素ガスを導

入し所定の窒素ガス分圧にし，金属クロムを蒸発材としてＨＣＤ型

電子銃により蒸発させ蒸着処理を行い，この試料の被覆層について



摺動相手材との耐焼き付き試験を行った。 

 また，ばね鋼製ピストンリング母材について同様の方法により被

覆層を形成し，被覆層をＸ線回折により分析したところ得られたＸ

線回折チャートは【図４】（ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化

クロムの比率はほぼ同程度）のとおりであった。このピストンリン

グについて摩耗量の測定を行ったところ，硬質クロムめっきを施し

た従来のピストンリングの摩耗量より少なく，被覆層の剥離も生じ

ていなかった。 

（段落【００１２】，【００１４】～【００１６】，【００２１】

～【００２４】） 

(ｅ) 発明の効果 

 過酷な運転条件下で使用される内燃機関に使用する場合に剥離が

なく特にその効果が顕著である。（段落【００２５】） 

ｂ イオンプレーティングとは，真空を利用した物理的なプロセスによ

る気相被覆法（ＰＶＤ法）の一つである。イオンプレーティングの方

式にはＨＣＤ方式（ホロー・カソード方式），ＡＩＰ方式（アーク放

電方式）等がある。ＨＣＤ方式は，低電圧大電流の特殊電子銃（ＨＣ

Ｄ電子銃）による電子ビームでクロム等の物質を加熱，蒸発させてイ

オン化し，蒸着させて薄膜を形成する方式である。ＡＩＰ方式は，ク

ロム等の物質を陰極ターゲットとして用い，アーク放電によって冷却

された金属を局部的に溶かし同時にイオン化し蒸着させて薄膜を形成

する方式である。（乙１７の１～３） 

ｃ ＡＩＰ方式では，チタンの方がクロムより成膜速度が速いが，その

場合のクロムの成膜速度は「０．０４１４×アーク電流の大きさ」に

より，チタンの成膜速度は「０．０４８０×アーク電流の大きさ」に

より表される。（乙５０） 



(イ) 上記事実関係に基づき，「ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化ク

ロムからなる」の意義について検討する。 

ａ 特許請求の範囲には「ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロム

からなる」との記載があるのみで，両成分の含有割合については何ら

限定がないこと，本件明細書１の発明の詳細な説明にも両成分の含有

割合を限定する記載がないことからすれば，「ＣｒＮ型窒化クロムと

Ｃｒ２Ｎ型窒化クロムからなる」とは，イオンプレーティング被覆層

にＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムが含まれていれば足り，

含有割合は問わないものと解される。 

ｂ 被告は，本件明細書１のＸ線回折チャート（【図４】）を根拠に，

「ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる」はこれらの

比率がほぼ同程度である場合に限られると主張するが，【図４】は実

施例に関する記載にすぎず，被告の主張は採用できない。 

(ウ) 次に，「イオンプレーティング」の方式について検討する。 

ａ イオンプレーティングにはＨＣＤ方式やＡＩＰ方式があることから，

「イオンプレーティング」の方式が問題となり得るが，本件発明１は

物の発明に関する特許であり，特許請求の範囲にはイオンプレーティ

ングの方式を限定する記載はないし，本件明細書１の発明の詳細な説

明にもイオンプレーティングの方式をＨＣＤ方式に限定する記載はな

い。 

したがって，「イオンプレーティング」の方式は限定されておらず，

ＡＩＰ方式によってイオンプレーティング被覆層を形成する場合も本

件発明１の技術的範囲から除外されないと解される。 

ｂ これに対し，被告は，① 本件明細書１にはＨＣＤ方式のみの記載

があること，② ＡＩＰ方式による場合には，金属クロムの方が他の

金属よりも蒸着速度が速い（段落【００１１】）という本件発明１の



効果が得られないことから，「イオンプレーティング」はＨＣＤ方式

に限定され，ＡＩＰ方式は含まれないと主張する。 

 しかし，①について，ＡＩＰ方式もイオンプレーティングの一方式

であるから，ＡＩＰ方式によるイオンプレーティングも文言上特許請

求の範囲の「イオンプレーティング」に含まれるところ，本件明細書

１におけるＨＣＤ方式の記載は実施例に関するものにすぎない。 

 また，②について，ＡＩＰ方式ではクロムの蒸着速度はチタンに比

し多少遅い程度であるから（上記(ア)ａ(ｃ)及び同ｃ参照），この点

はＡＩＰ方式が本件発明１の技術的範囲から除外される根拠にならな

いと考えられる。 

 以上によれば，被告の主張は採用できない。 

(エ) さらに，Ｃｒアンダーコート品の属否についてみるに，本件発明１

に係る特許請求の範囲には，「少なくとも一つの摺動面に」「ＣｒＮ型

窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムからなる混合組織を主成分とした組

織でなるイオンプレーティング被覆層を形成」すると記載されているだ

けであるから，上記イオンプレーティング被覆層は，摺動相手材と摺動

する面に形成されていれば足り，直接母材に形成されることは要しない

と解される。 

 したがって，Ｃｒアンダーコート品が本件発明１の技術的範囲から除

外されることはない。 

イ 被告製品１の充足性 

(ア) 被告製品１の構成 

ａ 前記争いのない事実等，証拠（甲１２，乙５８，９４）及び弁論の

全趣旨によれば，① 被告は，１号炉，２号炉，６号炉及び試作炉

（ＨＣＤ炉）において被告製品１を製造していたこと，② ＨＣＤ炉

（１号炉及び試作炉）で製造した上記①の製品は，少なくとも一つの



摺動面にＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムを同程度の割合

で含む組織で成るイオンプレーティング被覆層を形成したピストンリ

ングであること，③ ＡＩＰ炉（２号炉，６号炉）で製造した上記①

の製品は，ＣｒＮ型窒化クロムが大部分を占めるが，Ｃｒ２Ｎ型窒化

クロムを数％（Ｘ線回折によればＣｒＮ１００に対して４～６の比率

で）含む組織で成るイオンプレーティング被覆層を形成したピストン

リングであること，④ ６号炉で製造した上記①の製品はＣｒアンダ

ーコート品であることが認められる。 

ｂ 被告は，上記ａ③に関し，ＡＩＰ炉で製造した製品にはＣｒ２Ｎ型

窒化クロムが含まれていないと主張する。 

 ●（省略）●（乙５８），これと異なる認定をするに足りる証拠は

ない。したがって，被告の上記主張は採用できない。 

(イ) 充足性 

ａ 前記ア(イ)～(エ)のとおり，ＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化ク

ロムの含有割合，イオンプレーティングの方式及びＣｒアンダーコー

トの有無は本件発明１の技術的範囲の属否に関わりがないから，上記

(ア)ａ①記載の被告製品１はその技術的範囲に属しており，被告は本

件発明１を実施していたものと認められる。 

ｂ これに対し，被告は，① ●（省略）●② 被告製品１のうち試作

炉で製造したものは，顧客が試験又は研究をするために使用され，量

産車で使用するために製造されたものではないから実施に当たらない

ことを主張する。 

 しかし，①について，本件発明１は従来技術である金属チタンの窒

化物や炭化物の被膜における課題を解決するための発明であり（本件

明細書１の段落【０００４】～【０００７】），被告の主張するＣｒ

Ｎ型窒化クロム単一相との比較は適切でない。 



 また，②について，被告が特許発明の技術的範囲に属する製品を製

造して販売した以上は実施に当たり，購入した顧客が試験又は研究の

ために使用したことは本件発明１の実施の成否に影響しない。 

 したがって，被告の主張は採用できない。 

(3) 本件発明２ 

ア 本件発明２の技術的範囲 

(ア) 前記争いのない事実等，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次

の事実が認められる。 

ａ 本件明細書２の発明の詳細な説明の欄には次の趣旨の記載があるが，

イオンプレーティング法をＨＣＤ方式に限定する旨の記載はない。

（甲１の２，乙５）。 

(ａ) 発明が解決しようとする課題 

  本件発明１（前記(2)ア(ア)ａ(ａ)）と同じ。（段落【０００５】

～【０００７】） 

(ｂ) 課題を解決するための手段 

 課題解決のために本件発明２に係る特許請求の範囲記載のとおり

の構成を採用した。（段落【０００８】） 

(ｃ) 発明の作用 

 本件発明１（前記(2)ア(ア)ａ(ｃ)）と同じ。（段落【０００９】

～【００１１】） 

(ｄ) 実施例 

 鋳鉄製平板の試料素材について，ボンバード処理等を行った後に，

反応性イオンプレーティング装置の容器内において，窒素ガスを導

入し所定の窒素ガス分圧にし，金属クロムを蒸発材としてＨＣＤ型

電子銃により蒸発させ蒸着処理を行い，この試料の被覆層について

摺動相手材との耐焼き付き試験及び耐摩耗試験を行った。 



 また，ばね鋼製ピストンリング母材について同様の方法により被

覆層を形成し，被覆層をＸ線回折により分析したところＣｒＮの存

在を確認した。このピストンリングについて摩耗量の測定を行った

ところ，硬質クロムめっきを施した従来のピストンリングの摩耗量

より少なかった。また，被覆層の剥離も生じていなかった。 

（段落【００１２】，【００１４】～【００１６】，【００２１】

～【００２６】） 

(ｅ) 発明の効果 

 本件発明１（前記(2)ア(ア)ａ(ｅ)）と同じ。（段落【００２７】） 

ｂ 一般に，結晶粒は複数の結晶子によって構成されている。結晶子と

は回折に寄与する最小単位で，結晶粒の中で単結晶とみなせる微結晶

を意味する。結晶子の大きさは結晶粒径よりも小さいか，若しくは等

しくなる。結晶子の大きさはＸ線回折法により測定した数値を計算式

に適用して測定するのに対し，結晶粒の大きさは電子顕微鏡像によっ

て測定する。（乙１８～２１） 

ｃ 被告は，平成１４年７月頃，本件特許権２の権利行使のために他社

製品を分析するに際し，Ｘ線回折によって得られた数値を用いて簡易

計算によりＣｒＮ結晶子サイズを求め，これに基づいて技術的範囲の

属否を判断していた。（甲１９） 

(イ) 上記事実関係に基づき，「ＣｒＮ相の大きさ」の意義について検討

する。 

ａ 「相」とは，「物質系の一部がその内部で物理的・化学的に全く同

一性質を示す時，その部分が同じ相にあるという」（広辞苑第６版１

６１４頁参照）とされるものであり，特許請求の範囲には「ＣｒＮ相

の大きさ」が「１０００オングストローム以下の超微細組織でなる」

と記載されていること，「相」それ自体の大きさは明らかに概念し難



いことからすれば，「ＣｒＮ相の大きさ」とはＣｒＮ相を形成する結

晶の大きさを意味すると解することが可能である。 

 また，特許請求の範囲には，ＣｒＮ相の同定に際してＸ線回折を用

いる旨の記載に続いて「ＣｒＮ相の大きさ」に関する記載があること

から，上記のＣｒＮ相を形成する結晶の大きさは，Ｘ線回折により測

定できる結晶子の大きさであると解するのが自然である。さらに，発

明の技術的範囲を画する際に，結晶子の集まりである結晶粒ではなく，

回折に寄与する最小単位である結晶子の大きさの上限をもって数値限

定を設けるのは合理的であるといえるし，被告自身も本件特許権２の

権利行使に際して同様の解釈を採っている。 

 以上によれば，「ＣｒＮ相の大きさ」とは，ＣｒＮ相を形成する結

晶子の大きさを意味するものと解するのが相当である。 

ｂ これに対し，被告は，Ｘ線回折による測定可能な結晶粒子の大きさ

の最大値は１０００オングストロームであり，「ＣｒＮ相の大きさが

１０００オングストローム以下」をＸ線回折により測定される結晶子

の大きさと解すると数値限定が無意味なものとなると主張するが，昭

和５５年頃における上記測定の最大値は２０００オングストローム程

度とされており（乙２０の１～３），被告の主張は前提を欠く。 

(ウ) 次に，「イオンプレーティング」の方式が問題となり得るが，本件

発明１について説示したところ（前記(2)ア(ウ)）と同様の理由により，

被告の主張は採用することができず，本件発明２についても，ＨＣＤ方

式だけでなく，ＡＩＰ方式によってイオンプレーティング被覆層を形成

する場合も技術的範囲から除外されることはないと解される。 

(エ) また，Ｃｒアンダーコート品についても，本件発明２の特許請求の

範囲の記載に照らせば，本件発明１と同様に（前記(2)ア(エ)参照），本

件発明２の技術的範囲から除外されることはないと解される。 



イ 被告製品２の充足性 

(ア) 被告製品２の構成 

 前記争いのない事実等，証拠（甲１７，乙９４）及び弁論の全趣旨に

よれば，① 被告は，２～６号炉，８～１０号炉及び試作炉（ＡＩＰ炉）

２炉において，被告製品２を製造していたこと，② 上記①の製品は，

少なくとも一つの摺動面に，Ｘ線回折法で同定されるＣｒＮ型窒化クロ

ムのみを主成分とし，ＣｒＮ相を形成する結晶子の大きさが１０００オ

ングストローム以下の超微細組織でなるイオンプレーティング被覆層を

形成したピストンリングであること，③ ①記載の各炉は全てＡＩＰ炉

であること，④ ４～６号炉，８～１０号炉及び試作炉（ＡＩＰ炉）２

炉で製造した上記①の製品の一部はＣｒアンダーコート品であることが

認められる。 

(イ) 充足性 

ａ 前記ア(ウ)及び(エ)のとおり，イオンプレーティングの方式及びＣ

ｒアンダーコートの有無は本件発明２の技術的範囲の属否に関わりが

ないから，上記(ア)①記載の被告製品２は，本件発明２の技術的範囲

に属しており，被告は本件発明２を実施していたものと認められる。 

ｂ 被告は，被告製品２のうち試作炉で製造したものは実施に当たらな

いと主張するが，本件発明１につき前記(2)イ(イ)ｂにおいて説示した

とおりであって，被告の主張は採用できない。 

(4) 本件発明３ 

ア 本件発明３の技術的範囲 

(ア) 前記争いのない事実等，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次

の事実が認められる。 

ａ 本件明細書３の発明の詳細な説明の欄には次の趣旨の記載があるが，

イオンプレーティング法をＨＣＤ方式に限定する旨の記載はない。



（甲１の３） 

(ａ) 従来の技術 

 ピストンリングや摺動部材の摺動表面は高い摺動性能が要求され，

硬質クロムめっきが用いられてきたが，近年内燃機関の高出力化等

により摺動部材表面の受ける負荷は増大してきており，イオンプレ

ーティングによるＴｉＮ膜，ＴｉＣ膜及びＣｒＮ膜が用いられるよ

うになっている。 

 ＰＶＤ法におけるＴｉＮ膜などは非常に硬く，脆い上，皮膜の残

留応力が高いので密着性が悪く，厚膜で使用すると，使用時膜が剥

離したり，皮膜表面粗さが粗いと相手材を摩耗させるという問題を

生じる。このため，常法によりピストンリング母材を製造し，その

表面粗さを研磨等により調節し，その上に非常に薄いＴｉＮ皮膜を

形成させているが，皮膜形成後の加工は原則として行わず，せいぜ

いラッピングを行う程度である。 

 このように従来技術においては，下地表面の粗さを研磨等により

加工調節するため，加工時に下地に変質層が発生し，これはイオン

プレーティング工程での前処理であるイオンボンバード程度では除

くことができないので，下地と膜との密着性が充分でなく，皮膜を

厚くすると皮膜が剥離しやすくなり，一方，皮膜の密着性を確保す

るため膜厚を薄くすると，摺動部材の耐久性が不十分であった。 

（段落【０００２】～【０００４】） 

(ｂ) 発明が解決しようとする課題 

 ＴｉＮ膜やＴｉＣ膜等のイオンプレーティング膜が施された摺動

部材が有する上記のような問題点を解消し，耐久性に優れた摺動部

品を提供する。（段落【０００５】） 

(ｃ) 課題を解決するための手段及び作用 



 課題解決のために，本件発明３に係る特許請求の範囲に記載の構

成を採用した。 

 耐摩耗性皮膜を有する摺動部材の摺動面の形成方法としては，皮

膜厚さを研磨代分厚くコーティングし，表面を研磨仕上げにより表

面粗さを細かくすることが考えられるが，イオンプレーティング膜

の場合には，上記方法では研磨時に皮膜の剥離が発生する上，Ｔｉ

Ｎ膜やＴｉＣ膜はイオンプレーティングでの膜形成速度が遅く研磨

代分厚くコーティングすることが工業的には得策ではないとして，

行われていなかった。 

 本発明は，第一に，ブラストにより下地表面の加工変質層の除去

を行い，表面粗さを２μｍから８μｍの粗さとする。表面粗さが２

μm以下では皮膜の残留応力が高く，皮膜の密着性が悪く，８μｍ  

以上では皮膜の残留応力低下の効果が少なく，皮膜表面を細かくす

るのにかかる工数及びそのための膜厚確保が必要となり，効率が悪

いからである。ブラストにより下地加工変質層は物理的に削り取れ

るので，下地の活性な面が得られる。この活性な状態はイオンプレ

ーティング時まで保たれるわけではないが，イオンプレーティング

工程でのイオンボンバード処理により容易に活性が取り戻せるので，

イオンプレーティング膜と下地との密着性が良くなる。また表面粗

さが粗くなることによってイオンプレーティング膜との接触面積が

増加するので下地と密着性は更に良くなる。同時に，皮膜の残留圧

縮応力は小さくなるので，皮膜の剥離性は弱くなっているものと推

定される。このようなことから，皮膜の密着性が高まるので，皮膜

形成後に研磨しても剥離することはない。 

 第二に，イオンプレーティング皮膜をクロムと窒素を主成分とす

る皮膜とする。クロムと窒素より成る皮膜とした理由は，クロムは



チタンに比べ非常に高い蒸気圧をもっているので蒸発しやすく，し

たがって，イオンプレーティング皮膜形成速度も速い。そのため，

研磨代分の膜厚を形成することは経済的にも問題がない。また，ク

ロムと窒素より成る皮膜は，耐焼き付き性，耐摩耗性，耐食性に優

れているので摺動部材の表面皮膜として適しているばかりでなく，

またＴｉＮ膜や  ＴｉＣ膜に比べ内部応力が低く，耐剥離性に優れ

るので，膜厚を厚くすることができることから，耐久性に優れた摺

動部品を得ることができるからである。クロムと窒素より成る皮膜

とは，Ｃｒ，Ｃｒ２Ｎ，ＣｒＮ及びそれらの混合物より成る皮膜で

あり，ＣｒとＮとの比率が皮膜内部より皮膜外部に向かって，Ｎ濃

度が連続的又は段階的に増加している皮膜を含み，皮膜組織がアモ

ルファス組織である場合も含まれている。 

（段落【０００６】～【０００９】） 

(ｄ) 実施例 

 ブラスト工程で一定の手法を採用することにより母材の平均表面

粗さを変えることができる。また，平均表面粗さを変化させること

で皮膜の残留応力が変化する。（段落【００１１】，【００１２】） 

 被処理物にＨＣＤ方式によりイオンプレーティングによるコーテ

ィングを行った。（段落【００１５】） 

(ｅ) 発明の効果 

 本発明の摺動部材は耐久性に優れたものであり，工業的利用価値

が高い。（段落【００２４】） 

ｂ 工業製品の表面粗さの指標としては，Ｒａ（中心線平均粗さ），Ｒ

ｍａｘ（最大高さ）及びＲｚ（十点平均粗さ）がある。 

 このうちＲａは「粗さ曲線からその中心線の方向に測定長さｌの部

分を抜き取り，この抜き取り部分の中心線をＸ軸，縦倍率の方向をＹ



軸とし，粗さ曲線をｙ＝ｆ（ｘ）で表したとき，所定の式によって求

められる値をマイクロメートル（μｍ）で表したもの」である。Ｒｚ

は「断面曲線から基準長さだけ抜き取った部分において，平均線に平

行，かつ，断面曲線を横切らない直線から縦倍率の方向に測定した最

高から５番目までの山頂の標高の平均値と最深から５番目までの谷底

の標高の平均値の差をマイクロメートル（μｍ）で表したもの」であ

る。 

 Ｒａの測定には直線軸に沿った積分を要するが，Ｒｚの測定には積

分は不要である。（乙４２の１及び２，４５） 

ｃ 被告は，自社及び他社のピストンリングの母材の表面粗さやイオ

ンプレーティング後の粗さを測定する際にＲｚ（十点平均粗さ）の

指標を用いている。（甲２２～２４） 

(イ) 上記事実関係に基づき「表面粗さ」の指標について検討する。 

 本件発明３に係る特許請求の範囲には，「表面粗さ」がＲａ，Ｒｍ

ａｘ及びＲｚのうちいずれであるかの記載がないため，「表面粗さ」

の意義が問題となる。 

 上記のとおり，本件明細書３の実施例（上記(ア)ａ(ｄ)）において平

均粗さの指標を用いていることからすれば，Ｒｍａｘによるものでな

いことは明らかと解される。これに加え，ピストンリングは円形の部

材であり，摺動面は通常曲面を含むから，積分を用いるＲａの指標に

より正確な計測をするのは困難な場合があること，当業者である被告

自身がピストンリングの表面粗さを測定する際にＲｚの指標を用いて

いることからすれば，本件発明３の「表面粗さ」はＲｚ（十点平均粗

さ）の指標による表面粗さをいうものと解するのが相当である。 

(ウ) 次に，「イオンプレーティング」の方式につき，被告は，ＨＣＤ方

式に限定される旨主張するが，本件発明１について判示したところ（前



記(2)ア(ウ)）と同様の理由により，ＡＩＰ方式によってイオンプレーテ

ィング被覆層を形成する場合も本件発明３の技術的範囲から除外される

ことはないと解される。 

(エ) Ｃｒアンダーコート品の属否 

 本件発明３に係る特許請求の範囲には，「母材の表面にイオンプレ

ーティングによるクロムと窒素とを主成分とする皮膜を被覆させた」

と記載され，本件明細書３には，クロムと窒素より成る皮膜とは，Ｃ

ｒ，Ｃｒ２Ｎ，ＣｒＮ及びそれらの混合物より成る皮膜であり，Ｃｒと

Ｎとの比率が皮膜内部より皮膜外部に向かってＮ濃度が連続的又は段

階的に増加している皮膜を含むことが記載されている（前記(ア)ａ(ｃ)，

段落【０００９】）。 

 以上によれば，母材にイオンプレーティングにより金属クロムから

成る皮膜を成膜した上に窒化クロムのイオンプレーティング被覆層を

形成したＣｒアンダーコート品の皮膜も「クロムと窒素とを主成分と

する皮膜」に含まれると解することができる。 

イ 被告各製品の充足性 

(ア) 被告各製品の構成 

 証拠（甲１２，１７，２２，２３，乙２５，２７，５８，６４，９４，

１２０）及び弁論の全趣旨によれば，① 被告は，１～５号炉，１０号

炉，試作炉（ＨＣＤ炉）及び試作炉（ＡＩＰ炉）２炉において，被告各

製品を製造していたこと，② 上記①の製品のうち，●（省略）●を使

用したものは，鋳鉄又は鋼から成る母材の表面にイオンプレーティング

による皮膜を被覆させた摺動部材において，皮膜を被覆させる母材の表

面粗さがブラスチング処理によるＲｚ２μｍ～８μｍであり，皮膜の表

面粗さをＲｚ０．８μｍ以下とし，かつ，膜厚を１０μｍ～６０μｍと

したことを特徴とする摺動部材であること，③ １号炉及び試作炉（Ｈ



ＣＤ炉）はＨＣＤ炉であり，その余の炉はＡＩＰ炉であること，④ 上

記①の製品のうち，１０号炉及び試作炉（ＡＩＰ炉）２炉で製造した製

品はＣｒアンダーコート品であり，その余はＣｒアンダーコート品では

ないが，いずれもイオンプレーティングによりＣｒＮ型窒化クロムとＣ

ｒ２Ｎ型窒化クロムの混合相又はＣｒＮ型窒化クロム単一相の皮膜を被

覆させたものであることが認められる。 

(イ) 充足性 

ａ 前記ア(ウ)及び(エ)のとおり，イオンプレーティングの方式及びＣ

ｒアンダーコートの有無は本件発明３の技術的範囲の属否に関わりが

ないから，上記(ア)①記載の被告各製品のうち，●（省略）●を使用

した製品は本件発明３の技術的範囲に属しており，被告は本件発明３

を実施していたものと認められる。 

ｂ 被告は，被告各製品のうち試作炉で製造したものは実施に当たらな

いと主張するが，本件発明１及び２と同様の理由により，被告の主張

は採用できない。 

 (5) 以上によれば，被告は，本件各発明を実施していたものと認められる。 

２ 消滅時効の成否（争点２）について 

(1) 消滅時効の起算点 

 ア 勤務規則等の定めに基づき職務発明について特許を受ける権利を使用者

に承継させた従業者は，使用者に対し相当の対価支払請求権を取得すると

ころ（旧３５条３項），同請求権についての消滅時効の起算点は，特許を

受ける権利の承継時であるのが原則であるが，勤務規則等に使用者が従業

者に対して支払うべき対価の支払時期に関する定めがあるときは，その支

払時期が消滅時効の起算点となると解される（最高裁判所平成１５年４月

２２日第三小法廷判決民集５７巻４号４７７頁参照）。 

イ そこで，本件特許規定等に対価の支払時期に関する定めがあるかを検討



するに，証拠（甲６，３０，乙７～１０。なお，枝番の記載は省略する。）

及び弁論の全趣旨によれば，本件特許規定等について以下のとおり認めら

れる。 

(ア) 本件原出願に係る発明の特許を受ける権利の移転（昭和５９年９月

１０日）当時の特許規定等 

ａ 特許規定（昭和４６年施行）には，① 会社が職務発明について特

許を受ける権利を承継したとき及び実施したときは，会社は従業者に

対し相当の褒賞を支払うこと（９条１項），② 褒賞の金額及び支払

の方法は特許表彰規定によること（同条４項），③ 褒賞の金額に不

服があるときは，会社に対し異議の申立てができること（同条５項）

が規定されている。 

ｂ 特許表彰規定（昭和５１年施行）には，① 会社が出願したときは

出願賞を支払うこと（２条１項），② １年間の継続的な実施がされ

るごとに当該特許発明の有効期間中実施賞を支払うこと（３条１項），

③ 特許発明の実施効果が特に顕著なとき等には，事業所長の申請に

より社長表彰を行うことができること（同条３項）が規定されている。 

(イ) 本件発明３の特許を受ける権利の移転（平成６年２月２１日）当時

の特許規定等 

ａ 特許規定（平成２年施行）には，① 上記(ア)ａ①と同趣旨の規定

（９条１項），② 褒賞の金額及び支払の方法は特許表彰要領による

旨の規定（同条２項），③ 上記(ア)ａ③と同趣旨の規定（９条３項）

がある。 

ｂ 特許表彰要領（平成５年施行）には，① 上記(ア)ｂ①と同趣旨の

規定（２条１項），② 出願賞は出願完了後に支払うこと（同条２

項），③ 出願が登録されたときは登録賞を支払うこと（３条），④ 

特許発明の実施が１年間を通じて継続的にされた場合は，当該年度の



実施に対し実施賞を支払うこと（４条１項），⑤ 特許発明の実施効

果が特に顕著であるときは，特許審査会審査長の申請により，社長表

彰を行うことができ，その運用は特許社長表彰運用基準によること

（同条２項），⑥ 特許審査会審査長は３月末までに特許審査部会長

に実施賞支払の申請をすること（５条１項）が規定されている。 

(ウ) その後，本件特許規定等は数度にわたり改訂され，施行されたが，

これらの改訂を通じ，出願賞，登録賞及び実施賞を支払うこと，褒賞の

金額に不服があるときは異議申立てができること，実施賞は年度内の特

許発明の実施を要件とすること（平成１５年施行の改訂により，１年間

の継続的な実施ではなく年度内に実施があれば足りるとされた。），出

願賞が出願完了後に支払われること，実施賞は対象となる年度の後に支

払手続がされることが規定されている。 

 また，上記の本件特許規定等の改訂に当たり，実施賞等の支払に関し

て経過規定は設けられていない。 

ウ 本件において原告は被告が本件各発明を実施して利益を得たことについ

て相当の対価の支払を求めているところ，上記認定事実によれば，原告が

実施を主張する平成７年１０月３１日以降に適用される本件特許規定等は，

被告が特許を受ける権利を承継した職務発明を実施したときは発明者に対

し実施賞を支払うこと，実施賞の支払は特許の登録後最初に到来する年度

末の翌日以降の各年度の実施を対象とすることを定める一方，それより前

の実施については実施賞の支払の対象としていないということができる。 

 そして，実施賞は年度ごとの実施（更に平成１４年度までは年度を通じ

ての実施）を要件として支払われるものであり，当該年度が終了しなけれ

ば相当の対価の額を算定することができず，したがって，その支払を請求

することもできないから，実施賞の支払対象となる年度の実施についての

相当の対価支払請求権の消滅時効は当該年度が終了するまで進行すること



はないと解すべきものである。他方，実施賞の支払対象となっていない期

間における実施についての相当の対価支払請求権については，上記原則ど

おり，特許を受ける権利の承継の時から消滅時効が進行すると解される。 

(2) 相当の対価支払請求権全部の消滅時効について 

ア 被告は，本件各発明についての相当の対価支払請求権の消滅時効は特許

を受ける権利の承継の時から進行するから，本件発明１及び２については

平成６年９月１０日の経過により，本件発明３については平成１６年２月

２１日の経過により消滅したと主張する。 

イ そこで，上記(1)ウの説示に基づいて判断する。 

(ア) 本件発明１及び２の相当の対価支払請求権について 

ａ 本件発明１及び２の特許登録がされたのはそれぞれ平成９年１２月

２６日及び同年９月５日であるから，原告が相当の対価の請求対象と

する期間のうち平成７年１０月３１日から平成１０年３月３１日まで

の実施には実施賞の適用がなく，同期間の実施に対応する相当の対価

支払請求権の消滅時効はこれらについて特許を受ける権利が承継され

た時から進行する。 

ｂ 前記争いのない事実等によれば，被告は本件原出願に係る発明につ

いて特許を受ける権利を昭和５９年９月１０日に承継し，本件発明１

及び２は本件原出願に包含された発明の一部であるとして分割出願さ

れたものであるから（特許法４４条１項参照），本件発明１及び２に

ついて特許を受ける権利も同日に承継されたと解するのが相当である。 

 これに対し，原告は，本件発明１及び２の相当の対価を受ける権利

は本件特許１及び２の分割出願の日に発生したと主張するが，独自の

見解であって採用できない。 

 そうすると，平成１０年３月３１日までの実施に対応する相当の対

価支払請求権の消滅時効の起算点は昭和５９年９月１０日であり，本



件訴訟の提起までに消滅時効期間が経過したものと認められるから，

被告による消滅時効の援用はその限度で理由がある。 

ｃ 平成１０年４月１日以降の実施については，実施賞の適用があり，

相当の対価の支払時期に関する定めがあるから，支払時期の定めがな

いことを前提とする被告の消滅時効の主張は失当である。 

(イ) 本件発明３の相当の対価支払請求権について 

ａ 本件発明３の特許登録がされたのは平成１０年４月１７日であるか

ら，平成７年１１月７日から平成１１年３月３１日までの実施には実

施賞の適用がない。また，被告が本件発明３について特許を受ける権

利を承継したのは前記争いのない事実等のとおり平成６年２月２１日

である。 

 そうすると，平成１１年３月３１日までの実施に対応する相当の対

価支払請求権の消滅時効の起算点は平成６年２月２１日であるから，

上記(ア)ｂと同様に被告の消滅時効の援用は理由がある。 

ｂ 平成１１年４月１日以降の実施については，支払時期の定めがない

ことを前提とする被告の消滅時効の主張は上記(ア)ｃと同様に失当で

ある。 

ウ 原告は，実施賞及び社長表彰の支払は本件各発明の相当の対価全体に対

する承認に当たり，これにより本件各発明の相当の対価全体についての時

効が中断し，又は時効利益の放棄に当たると主張する。 

 しかし，本件特許規定等の定めに照らせば，実施賞は現に各年度におい

て特許発明の実施があった場合に支払われるものであると認められるから，

実施賞の支払により被告が承認したとみることのできる債務は当該年度の

実施についての対価に限られ，これ以外の対価の存在を認めるものと解す

るのは相当ではない。 

 また，社長表彰については，本件特許規定等において，実施賞とは別に，



被告が特に認めた場合に任意に支払うもの（従業者の側から支払を求める

ことはできないもの）として規定しており，その名称からも相当の対価と

は別の性質の報奨であると解されるから，社長表彰の支払が相当の対価の

支払債務の承認に当たるとは認められない。 

したがって，原告の上記主張は採用することができない。 

(3) 各年度分の相当の対価支払請求権の消滅時効について 

ア 被告は，本件発明１及び２の平成１０年４月１日から平成１２年３月３

１日まで並びに本件発明３の平成１１年４月１日から平成１２年３月３１

日までの各実施に対応する相当の対価支払請求権は時効により消滅したと

主張する。 

イ 前記争いのない事実等によれば，被告は，原告に対し，平成１１年１１

月３０日に平成１０年度分の実施賞（本件発明１及び２に関し）を，平成

１２年１２月２９日に平成１１年度分の実施賞（本件各発明に関し）を支

払ったものであるところ，上記各実施賞の支払は平成１０年度及び平成１

１年度の実施に対する相当の対価についての債務の承認であるから，各支

払日から消滅時効が進行する。 

 したがって，被告による消滅時効の援用は，① 本件発明１及び２の相

当の対価支払請求権のうち平成１０年４月１日から平成１２年３月３１日

までの実施に対応する部分，② 本件発明３の相当の対価支払請求権のう

ち平成１１年４月１日から平成１２年３月３１日までの実施に対応する部

分について理由がある。 

ウ 原告は，実施賞や社長表彰の支払が本件各発明の相当の対価全体に対す

る支払であり，承認に当たることを前提とする主張をするが，上記(2)ウ

のとおり，これを採用することはできない。 

(4) 以上によれば，本件各発明についての相当の対価支払請求権のうち，本

件発明１及び２につき平成７年１０月３１日から平成１２年３月３１日まで



の実施に対応する部分並びに本件発明３につき平成７年１１月７日から平成

１２年３月３１日までの実施に対応する部分は，時効により消滅したものと

認められる。 

３ 本件各発明により受けるべき利益の額（争点３）について 

(1) 勤務規則等により職務発明について特許を受ける権利を使用者に承継さ

せた従業者は，当該勤務規則等による対価の額が旧３５条４項の規定に従っ

て定められる対価の額に満たないときは，同条３項の規定に基づき，その不

足する額に相当する対価の支払を求めることができる（前記最高裁判決参

照）。もっとも，使用者は，特許を受ける権利を承継しない場合でも，職務

発明につき通常実施権を有するから（同条１項），同条４項の「その発明に

より使用者等が受けるべき利益の額」とは，使用者が通常実施権により得る

べき利益を控除したもの，すなわち，特許発明の実施を排他的に独占するこ

とにより得るべき利益のことであり（以下，この利益を「独占の利益」とい

う。），特許権者である使用者が自ら発明を実施している場合の独占の利益

は，通常実施権による売上げを超えた超過売上げを基礎として，それが他者

に実施許諾された場合の実施料相当額として算定するのが相当であり，具体

的には，実施品の売上高に超過売上げの割合及び仮想実施料率を乗じること

により算定することができる。 

(2) 実施品の売上高 

ア 上記２のとおり，本件各発明についての相当の対価支払請求権のうち，

平成１２年３月３１日までの実施に係る部分は時効により消滅しているか

ら，同年４月１日以降の実施による売上高に基づいて相当の対価の額を算

定すべきものとなる。 

イ 炉ごとの実施期間 

 前記１のとおり，原告が本件発明１及び２の実施を主張する各炉（ただ

し，本件発明１につき，原告が６～１０号炉で製造したと主張する部分は



被告の主張に従い６号炉のものと認める。）において製造された被告各製

品は本件発明１及び２の実施品であり，原告が本件発明３の実施を主張す

る各炉において製造された被告各製品のうち，●（省略）●を使用したも

のは，本件発明３の実施品であると認められるから，これを前提に，本件

各発明の実施期間を検討する。 

(ア) 本件発明１について 

 １号炉のＩＰ２００オイルリング（ＤＶＭ及びレール）及び６号炉の

ＩＰ２００オイルリング（レール）の実施期間の終期については，別紙

主張対照表①の「同終了」欄のとおり争いがあるが，原告の主張を裏付

ける的確な証拠がないから，それぞれ被告が自認する平成１５年２月２

８日及び平成１６年４月３０日（なお，月単位で主張されている終期に

ついては当該月の末日と解した。以下同じ。）を終期と認める。 

(イ) 本件発明２について 

ａ 原告が特許権の期間満了日（平成１６年１０月５日）までの実施を

主張しているものについては，特許権の登録抹消日（同年９月５日）

を終期として，相当の対価を算定する。 

ｂ 試作炉（ＡＩＰ炉）２炉におけるＩＰ２５１オイルリング（ＤＶＭ）

の製造を認めるに足りる証拠はない（ただし，売上高の計算に際して

のこれらの製品の扱いについては，下記ウ(イ)のとおり。）。 

(ウ) 本件発明３について 

ａ 試作炉（ＡＩＰ炉）２炉におけるＩＰ２５１オイルリング（ＤＶＭ）

の製造を認めるに足りる証拠はない。 

ｂ 試作炉（ＨＣＤ炉）における●（省略）●の使用の継続について原

告の主張を裏付ける的確な証拠はなく，証拠（乙１２０）及び弁論の

全趣旨により実施期間の終期を平成１６年５月３０日と認める。 

(エ) 以上によれば，本件各発明の相当の対価の算定の対象とする実施期



間は，別紙売上高一覧表①～③の「認定」欄の「算定対象期間」欄のと

おりである（ただし，斜字体で記載した本件発明２の試作炉（ＡＩＰ炉）

２炉のＩＰ２５１オイルリング（ＤＶＭ）の欄は，売上高算定のために

便宜上記載したものであり，この部分を除く。）。 

ウ 炉ごとの売上高 

(ア) 原告は，被告に勤務中に入手した資料に基づき推計した被告各製品

の製造本数や売上高に基づき別紙主張対照表①～④の「原告」欄の「製

造本数」及び「売上高」欄のとおり主張するのに対し，被告は，実施期

間の会計書類は廃棄済みであり製造本数及び売上高を検証することがで

きないが，原告が推計の基礎としたデータの信用性には疑問があり，ま

た，原告による推計は，実際の炉の生産能力及び平成２０年９月のリー

マンショックによる生産減を考慮していない点や，製造本数と売上高が

正比例することを前提としている点で不正確であると主張する。 

ａ そこで検討するに，証拠（甲３７の１～４，６２の１及び２，６４，

乙１２１，１２２）及び弁論の全趣旨によれば，① 原告の主張する

製造本数及び売上高は，原告が在職中に入手した本件各発明の出願公

開の日から平成１２年３月３１日まで及び同年４月１日から平成１５

年３月までの被告各製品の製造本数及び売上高のデータに基づいて，

これらの各期間以外の期間の製造本数及び売上高を推計し，これを各

炉で製造するリングの種類等を勘案して各炉に割り付けた結果に基づ

くものであること，② 被告は，文書管理規定及び経理規定により，

財務諸表，会計帳簿，伝票及び証憑書類以外の会計関係書類を当該会

計年度終了後７年間保存すると定めていること，③ 原告は，平成２

２年４月頃，被告に本件各発明に係る相当の対価の支払につき協議を

行うよう申し入れたことが認められる。 

 上記事実関係によれば，原告の推計は相応の根拠に基づくものとい



うべきである。これに対し，被告が原告から上記の申入れを受けた以

降に相当の対価の算定に必要となる会計書類を全て廃棄するとは考え

にくいこと，被告が生産減を主張する平成２０年９月以降の会計書類

は廃棄対象ではないことからすれば，被告は，全期間ではないにして

も資料に基づく一定の具体的な推計が可能であるのに，これをしない

ものと解さざるを得ない。 

 以上に照らせば，本件各発明の実施による製造本数及び売上高は，

原告の推計のとおりであると認めるのが相当である。 

ｂ 被告は，炉の生産能力に基づいて各炉への割り付けをすべきである

と主張して，その旨の従業員作成の陳述書（乙１３１）を提出するが，

炉の生産能力を算定する基礎となる各炉の「軸数」や「１軸の有効長

さ」の記載は被告の担当者が作成した過去の資料（甲６８）と合致し

ておらず，直ちに採用できない。また，被告は，甲３７号証を書証と

して提出するのは訴訟上の信義則に反すると主張するが，原告がこれ

を違法に入手したといった事情を認めるに足りる証拠はなく，被告の

主張を採用することはできない。 

(イ) 平成１２年４月１日以降の実施による売上高は，具体的な期間ごと

の売上高の増減等を認めるに足りる的確な証拠がないので，原告の主張

の売上高を原告主張の実施期間日数で按分し，上記イの実施期間日数を

乗じることにより算出するのが相当であり，これによれば，別紙売上高

一覧表①～③の「認定」欄のとおりであると認められる（小数点以下切

り捨て。以下同じ）。算出に際し，本件発明３に関して原告が実施期間

の始期を平成７年１０月３１日と主張するのは公開日（同年１１月７日）

の誤りと認めてこれを前提に按分計算をし，また，３号炉及び１０号炉

の売上高は各炉の実施期間により按分した。 

 なお，同表のうち，本件発明２に関する試作炉（ＡＩＰ炉）２炉での



ＩＰ２５１オイルリング（ＤＶＭ）の製造の事実は認められないが（前

記イ(イ)ｂ参照），同じ本数の実施品を量産炉で製造していたことが認

められる（弁論の全趣旨）から，同表記載の売上高を本件発明２の実施

による売上高に加算するのが相当である。これに対し，本件発明３に関

しては（同(ウ)ａ参照），同じ本数の製品が量産炉で製造されていたと

しても，当該量産炉で製造した製品のホーニング材が明らかではないた

め，本件発明３の実施による売上高には加算しない。 

エ 以上によれば，平成１２年４月１日以降の本件各発明の実施品の売上高

の合計は次のとおりとなる。 

(ア) 本件発明１ 合計 ２９億７７３２万３９６６円 

トップリング ２０２５万４４７０円 

オイルリング（ＤＶＭ及びレール） ２９億５７０６万９４９６円 

(イ) 本件発明２ 合計 ３１億９８８６万６０８６円 

 トップリング ３１億９７１６万５８７３円 

 オイルリング（ＤＶＭ） １７０万０２１３円 

(ウ) 本件発明３ 合計 ３６億１７９２万９４４５円 

 トップリング ３４億０８４２万９４０３円 

 オイルリング（ＤＶＭ及びレール） ２億０９５０万００４２円 

(3) 超過売上げの割合 

ア 競合品について 

(ア) 前記争いのない事実等，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば次の

事実が認められる。 

 ａ 被告は昭和３０年代から国内の自動車用ピストンリング製品の市場

において約５０％のシェアを有し，また，国外への輸出により昭和５

０年代から世界の自動車用ピストンリングの２０％弱のシェアを有す

る。国内では，被告のほかＮＰＲ社及びＴＰＲ社が自動車用ピストン



リング製品の製造販売を行っている。これら各社のピストンリング製

品のうちのイオンプレーティング法による窒化クロムの被膜層を形成

したピストンリングの比率は約１０％となっている。（乙１，２の２，

１４１） 

ｂ ＴＰＲ社は，平成４年８月頃からイオンプレーティング法によるＣ

ｒＮ型窒化クロム単一相のピストンリングを，平成１０年６月頃には

イオンプレーティング法によるＣｒＮ型窒化クロムの被覆層を形成し

たピストンリングを，平成１２年７月～１０月頃にはＣｒＮ型窒化ク

ロムの被覆層を形成したオイルリングを，平成１４年７月頃にはＣｒ

Ｎ型窒化クロムの被覆層を形成したトップリングを製造販売していた。 

（甲１２，１９，４２，乙５８，乙６５の１，１０２～１０７，１０

９，１１０の１～３，１１１，１３８，１４０，１４１） 

ｃ ＮＰＲ社は，平成１０年６月～８月頃にはイオンプレーティング法

によるＣｒＮ型窒化クロムの皮膜のピストンリング及びイオンプレー

ティング法によるＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムを含む

被覆層を形成したトップリングを，平成１２年１０月頃にはイオンプ

レーティング法によるＣｒＮ型窒化クロムとＣｒ２Ｎ型窒化クロムの

混合相の被覆層を形成したオイルリングを，平成１５年３月頃にはイ

オンプレーティング法によるＣｒＮ型窒化クロムの被覆層を形成した

トップリングを製造販売していた。 

（甲１２，１７，２５，４２，乙３１，３２，５８，１０７，１４１） 

ｄ ＴＰＲ社は，「摺動部材およびその製造方法」に関する特許権（特

許第３３５０１５７号。平成５年６月７日出願，平成１４年９月１３

日登録）を保有している（乙１００）。 

上記特許の特許請求の範囲には，「少なくとも摺動面にＣｒ，Ｃｒ

２ＮおよびＣｒＮの中の少なくとも一つからなり０．１～１５μｍの



厚さの下地皮膜が被覆され，ＣｒＮの結晶構造中に３～２０重量％の

割合で酸素が固溶されており且つビッカース硬さが１６００～２２０

０の範囲にある硬質被覆材からなる硬質皮膜が前記下地皮膜上に被覆

されていることを特徴とする摺動部材。」（【請求項１】），「前記

下地皮膜がＣｒ皮膜であることを特徴とする請求項１記載の摺動部

材。」（【請求項２】），「前記皮膜が被覆されている部材がピスト

ンリングであり，皮膜が形成されている面が外周面であることを特徴

とする請求項１～７のいずれかに記載の摺動部材。」（【請求項８】）

の記載があり，また，発明の詳細な説明の欄には，発明の目的がＣｒ

Ｎ皮膜の摺動特性と靱性とを向上させた硬質皮膜が密着性良く少なく

とも摺動面に被覆されている摺動部材を提供することにある旨（段落

【０００７】）の記載がある。 

(イ) 以上のとおり，被告はイオンプレーティング法による窒化クロムの

被覆層を形成したピストンリング製品の分野において国内で約５０％の，

海外で約２０％のシェアを有し，他方，国内の競業他社であるＮＰＲ社

及びＴＰＲ社は平成１２年４月より前からイオンプレーティング法によ

る窒化クロムの被覆層を採用していたことからすれば，ＮＰＲ社とＴＰ

Ｒ社は被告各製品の競合品であるピストンリング製品を製造販売してい

たということができる。また，ＴＰＲ社は，本件発明１及び２と同様の

作用効果を奏し，これらの代替技術となり得る特許権を有していたこと

が認められる。 

イ 本件各特許の無効理由について 

(ア) 本件特許１について 

 前記争いのない事実等のとおり，本件特許１についてはこれを無効と

する旨の審決が確定している。なお，この無効審判は本件訴訟提起後に

被告代理人が請求したものであり，無効とされた理由は，本件特許１の



分割出願は新たな技術的事項を含むものとして分割要件に反するので，

出願日の遡及が認められず，その結果，本件原出願の公開特許公報によ

り新規性を欠くというものである（乙４３）。 

(イ) 本件特許２について 

ａ 被告の主張（前記第２の２(3)（被告の主張）イ(イ)ｂ）のうち補正

要件違反による新規性等の欠如について検討する。 

(ａ) 証拠（乙３０，３２，３４，３５，３８）及び弁論の全趣旨に

よれば，① 昭和６１年５月６日公開の本件原出願の公開特許公報

（特開昭６１－８７９５０号）には，特許請求の範囲として「少な

くとも一つの摺動面に，金属クロムと窒化クロムとの超微細な混合

組織でなる被覆層を形成させたことを特徴とするピストンリング。」

と，発明の詳細な説明として「被覆層において，金属クロム相と窒

化クロム相との混合相」の「大きさは概ね１０００Å以下である」

と記載されていること，② 本件特許２の分割出願時の願書に添付

した明細書には上記①の混合相の大きさに相当する記載はなかった

こと，③ 被告は，平成９年４月３０日付け手続補正書により，特

許請求の範囲の記載を「少なくとも一つの摺動面に，ＣｒＮ型窒化

クロムを主成分とし，ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストロー

ム以下の超微細組織でなるイオンプレーティング被覆層を形成した

ことを特徴とするピストンリング。」と変更し，発明の詳細な説明

中に「ＣｒＮ相の大きさが１０００オングストローム以下の超微細

組織でなる」との記載を追加する補正（以下「本件補正」という。）

をし，これに基づいて本件特許２について特許登録がされたこと，

以上の事実が認められる一方，「ＣｒＮ相の大きさが１０００オン

グストローム以下の超微細組織から成る」ことが分割出願の当初明

細書又は図面の記載から自明であると認めるに足りる証拠はない。 



(ｂ) 上記事実関係によれば，本件補正は，いわゆる要旨の変更に当

たるものであって，不適法と認められるから，本件特許２の出願は

平成９年４月３０日にされたものとみなされる。そして，それより

前に頒布された本件原出願の公開特許公報には，金属クロム相と窒

化クロム相の混合相の大きさがおおむね１０００オングストローム

以下であるピストンリングが開示されている。そうすると，本件発

明２は新規性又は少なくとも進歩性を欠くと解することができる。 

ｂ 以上によれば，その余の原告主張について判断するまでもなく，本

件特許２には無効理由があると認められる。 

(ウ) 本件特許３について 

 被告は，本件発明３の「母材の表面粗さ」についてどの指標による

べきか記載されておらず，実施可能要件違反の無効理由があると主張

するが，前記１(4)ア(イ)に説示したとおり，Ｒｚ（十点平均粗さ）に

よるものと解するのが相当であるから，被告の主張は採用できない。 

(エ) 以上のとおり，本件特許１及び２には無効理由があると認められ，

本件特許３には無効理由があるとは認められない。 

ウ 本件各特許の権利行使 

 前記争いのない事実等，証拠（甲１９，２５，乙３１～３７，３９～４

１）及び弁論の全趣旨によれば，① ●（省略）●以上の事実が認められ

る。 

エ 超過売上げの割合 

 上記ア～ウの諸事情，すなわち，被告は本件各発明の実施品である被告

各製品だけでなくそれ以外のピストンリング製品についても相当高いシェ

アを有していること，競業他社が被告各製品の競合品の製造販売をしてい

ること，ＴＰＲ社は本件発明１及び２の代替技術に係る特許を保有してい

たこと，本件発明１及び２に係る特許には無効理由があり，これを一因と



して被告による競業他社に対する権利行使が奏功しなかったこと，被告は

本件特許１については権利行使を試みていないことなど本件における諸事

情を考慮すれば，本件各発明が本件各製品の売上げに寄与したといえると

しても，その程度が高いとみることは困難である。以上によれば，被告各

製品の売上げのうち本件各特許権に基づく超過売上げの割合はいずれも２

０％であると認めるのが相当である。 

オ これに対し，原告は，① 被告がオイルリング製品の市場を独占してい

ること，② ＴＰＲ社及びＮＰＲ社のピストンリング製品は，その性能上

被告各製品の競合品となり得ないこと，③ 被告各製品は被告の他の製品

より利益率が高いこと，④ ＴＰＲ社が保有する特許権はＩＰ３００のト

ップリングのうちＣｒアンダーコート品に対応する技術にすぎず，その余

の被告各製品との関係で代替技術であるとはいえないこと，⑤ 相当の対

価の支払請求に対し，特許権者である被告が特許の無効理由を主張するこ

とは許されないことを根拠に，超過売上げの割合はオイルリングが５０％，

トップリングが２５％であると主張する。 

 しかし，①及び②について，前記ア(ア)ａ～ｃに認定したところに照ら

し，被告がオイルリング製品の市場を独占していたとは認められず，国内

の競業他社が製造販売するイオンプレーティング法による窒化クロムの被

覆層を形成したピストンリング製品が被告各製品の競合品となっていたと

いうことができる。③について，利益率が高いことを裏付ける的確な証拠

はない上，利益率が高いとしてもそのことから上記エの判断を覆すことは

困難である。④について，前記ア(ア)ｄの特許請求の範囲の記載によれば，

本件発明１及び２の実施品に代替し得る技術であると解することができる。

⑤について，特許発明を独占的に実施した使用者が，その後，従業員によ

る相当の対価の支払請求を拒むために特許無効を主張することは適切とい

い難いが，本件においては，本件特許権２については現に無効理由の存在



が競業他社に対する権利行使不奏功の一因となっており，また，本件特許

権１については被告がその権利行使をしたとすれば競業他社が無効理由の

存在を指摘する可能性が高かったと考えられるから，これら無効理由の存

在が被告による本件発明１及び２の独占的実施の妨げになっていたといい

得る。さらに，被告が選任した弁理士による特許出願手続の過程で無効理

由が生じたものであるとしても，この点に被告の帰責事由があるとは認め

られない。そうすると，本件における独占の利益を算定するに当たり，被

告による無効理由の主張が許されないと解すべきではない。 

 したがって，原告の主張はいずれも採用できない。 

カ 他方，被告は，被告各製品の競合品の存在や特許の無効理由の存在から

すれば，被告に独占の利益はなく超過売上げは存在しないと主張する。し

かし，競合品や無効理由が存在することのみをもって特許発明の独占の利

益が否定されるものではないから，被告の主張は失当というべきである。 

(4) 仮想実施料率 

ア 前記争いのない事実等，前記１において認定した本件各明細書の記載に

加え，後掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。 

(ア) 本件発明１及び２は，従来技術であるイオンプレーティング法によ

り金属チタンの窒化物又は炭化物の皮膜を形成させたピストンリングに

おける皮膜と母材との密着性が悪く皮膜の剥離を生じやすいことなどの

課題を解決するために，充分な耐摩耗耐焼き付き特性を有するピストン

リングを提供することを目的とする発明であり，これらの発明に係る特

許は，ピストンリング製品の表面処理に関する基本的な技術をその権利

範囲とするものである。 

(イ) 本件発明３は，従来技術であるピストンリング母材の表面粗さを研

磨等により調節し，その上に薄いＴｉＮ皮膜を形成し，後の加工はせい

ぜい初期なじみを改善するためラッピングを施す程度の処理を行ったピ



ストンリングにおいて，下地と皮膜との密着性が不十分になるという課

題を解決し，耐久性に優れた摺動部材を提供することを目的とする発明

であり，本件発明３に係る特許は，摺動部材の表面処理に関し，ブラス

トにより表面を活性にする工程及び表面をラッピング等により研磨する

工程に際しての表面粗さを特定することにより，イオンプレーティング

膜と下地との密着性を高めるなどして摺動部材の耐久性を改善する技術

に関するものである。 

 被告は，平成１４年頃から多くの製品において●（省略）●に順次変

更し，本件発明３の「母材の表面粗さ」の数値限定を充足しない製品を

量産するようになった。（乙２７，１２０） 

(ウ) ピストンリング製品の製造には，表面処理に関する技術のほか，リ

ングの形状に関する技術，鋳造，機械加工や塑性加工に関する技術，材

料の選定に関する技術，製品の評価等に関する技術を用いることを要す

るところ，被告は，被告各製品の製造に当たって，前記１のとおり本件

各発明を実施しているほか，原告以外の被告従業員を発明者又は考案者

とする被告の保有する次の特許権ないし実用新案権に係る発明ないし考

案を実施していた。（甲４０，乙９１，１３７） 

ａ 特許第１６２７６３４号の特許権（乙７２，８１） 

 「ピストンリングのラッピング装置」に係る発明であり，ＩＰ２０

０及びＩＰ２５１ピストンリングのラッピングに際し実施していた。 

ｂ 特許第２８５９８８９号の特許権（乙７６，８５） 

 「スペーサエキスパンダの合口部ジョイント嵌入方法及び装置」に

係る発明であり，ＩＰ２００オイルリング（レール）について実施し

ていた。 

ｃ 特許第３０９０５２０号の特許権（乙７８，８７） 

 「ピストンリングとその製造方法」に係る発明であり，ＩＰ２５１



トップリング及びＩＰ３００トップリングに実施していた。 

ｄ 特許第３２６２３９１号の特許権（乙７９，８８） 

 「レーザマーキングの異常検出方法」に係る発明であり，被告各製

品全てにおいて実施していた。 

ｅ 特許第３８９５７３０号の特許権（乙８０，８９） 

 「外周が上下非対称形状を為す部材の方向検出方法およびその装置」

に係る発明であり，被告各製品のほぼ全てにおいて実施していた。 

ｆ 特許第２７５７９７４号の特許権（乙１０１） 

 「ピストンリング」に係る発明であり，ＩＰ３００ピストンリング

において実施していた。 

ｇ 実用新案登録第２０７６６３３号の実用新案権（乙７３，８２） 

 「スペーサエキスパンダー耳部加工装置」に係る実用新案であり，

ＩＰ２００オイルリング（レール）について実施していた。 

ｈ 実用新案登録第２１００２０３号の実用新案権（乙７４，８３） 

 「組合せオイルリング」に係る実用新案であり，ＩＰ２００のオイ

ルリング（レール）について実施していた。 

ｉ 実用新案登録第２１３８４７３号の実用新案権（乙７５，８４） 

 「内燃機関」に係る実用新案であり，ＩＰ２５１ピストンリングの

一部について実施していた。 

ｊ 実用新案登録第２５９４８９１号の実用新案権（乙７７，８６） 

 「鋼製組合せオイルコントロールリング」に係る実用新案であり，

ＩＰ２００オイルリング（レール）に実施していた。 

(エ)  ＮＰＲ社は，本件原出願に先立つ昭和５８年２月１５日，実用新案

登録請求の範囲を「鋳鉄又は鋼製ピストンリングの全表面に軟窒化層を

有し，且つリング外周面の前記軟窒化層上にＴｉＮもしくはＣｒＮのイ

オンプレーティング層を有することを特徴とするピストンリング」とす



る実用新案登録出願をした。（乙１３６） 

(オ) 本件各発明と同一又は類似の技術分野における実施許諾契約につい

て調査した文献によれば，平均的な実施料率は３～４％程度であるとさ

れている。（甲３，６９，乙１３０） 

イ 以上に認定した事実関係によれば，① 本件各発明はピストンリングの

うち専ら摺動面の表面処理に関するものであり，② 本件発明１及び２は，

基本的技術に関するものであるが，いわゆるパイオニア発明とは認められ

ず（上記ア(エ)参照），③ 本件発明３は性能の改善に関するものである

ということができる。本件各発明の実施に係るこれらの事情を考慮すると，

本件発明１及び２の仮想実施料率は各４％，本件発明３の仮想実施料率は

２％と認めるのが相当である。 

ウ これに対し，原告は本件各発明の仮想実施料率はより高率である旨，被

告はこれがゼロに近い旨をそれぞれ主張するが，以上に説示したところに

照らし，いずれも採用できない。 

４ 相当の対価の額（争点４）について 

(1) 被告の貢献度について 

ア 前記争いのない事実等に加え，後掲の証拠及び弁論の全趣旨によれば，

① 被告は，昭和２年に創業した理化学興業株式会社を前身とし，日本で

初めて実用ピストンリングの製造を開始した会社であり，東京証券取引所

第１部に上場され，現在に至るまで国内及び海外においてピストンリング

を含むエンジン部品等の自動車関連部品を中心に製造販売しており，ピス

トンリング製品につき国内では約５０％の，海外では約２０％のシェアを

維持していること（乙１，２の１～３，１４１），②  被告のピストンリ

ング事業部には，製造部門のほか，技術開発部が置かれており，開発グル

ープに所属する複数の従業員が製品の開発や改良，他社製品の分析等に携

わっていること（甲１２，１３，１７，２２，２３，４１～４３，乙１２，



１３，１６，２４～２７，５８，６２，６３，６５の２，６６，１０２，

１０６，１０７，１２０），③ 被告には知的財産権部が設置され，特許

権の維持管理，他社への権利行使や実施許諾などを担当しており（甲１９，

２５，２８，乙３１），また，営業部において客先に対する売り込みや情

報収集，技術サービス部において客先への技術説明や苦情処理等の業務を

行っていたこと（甲２４，乙１０３～１０５），④ 原告は，大学を卒業

した昭和４８年に被告に入社し，技術開発部等に所属していたところ，昭

和５６年頃，耐摩耗性及び耐焼き付き性に優れたイオンプレーティング皮

膜の開発に着手するよう上司から命じられたこと（甲７０），⑤ 原告は，

上司の指示に従い，紹介された旧科学技術庁金属材料研究所において同研

究所の所有する装置を使用してイオンプレーティングを行うともに（同研

究所には昭和６１年頃まで月１回程度赴いた。），蒸発材及び被処理物の

準備やイオンプレーティング後の観察，試験等は被告の施設を使用して研

究を行い，昭和５９年９月頃，本件原出願に係る発明をするに至ったこと

（甲７０，乙３），⑥ 原告は，その後，商品企画室，特許情報室等への

異動を経て，平成４年頃からイオンプレーティングによる窒化クロム皮膜

の開発に携わり，被告の施設を使用して研究を続け，平成６年２月頃まで

にＢと共同で本件発明３を完成させたこと（甲７０，乙４，６），⑦  本

件原出願には弁理士が関与せず，原告が中心となって特許出願手続を行っ

たが，本件各特許の出願手続は被告が代理人として選任した弁理士が行っ

たこと（甲１の１～３，乙２８，２９），⑧ 被告は平成２年頃からイオ

ンプレーティングによる窒化クロム皮膜のピストンリングの量産化を開始

し，２号炉～１０号炉を増設する，ホーニング機を改造するなどの設備投

資をしたこと（甲６８，７０，乙６４，１３１），以上の事実が認められ

る。なお，被告における原告の処遇が，原告の経歴，職務実績等に照らし

他の従業員に比して格別劣っていたことをうかがわせる証拠はない。 



イ 上記事実関係によれば，本件各発明が原告の努力及び創意工夫によるこ

とは確かであるが，原告は，被告による費用負担の下，被告入社後に得た

知識経験に基づき，上司の指示に従い，開発グループでの職務を通じて，

本件各発明を完成させるに至ったとみることができる。また，本件各発明

の実施品である本件各製品が前記３(2)のとおり多大な売上げを計上した

ことに関しては，被告がピストンリングの分野で長年の実績を有している

こと，量産化のための設備投資を行ったこと，研究開発のみならず製造，

営業その他の部署に属する多数の従業員の協力によるものであることは明

らかと解される。 

 これらの諸事情を総合考慮すると，本件各発明の実施に係る相当の対価

の算定に当たっては，被告の貢献度を９５％と認めるのが相当である。 

ウ これに対し，原告は被告の貢献度は６０～８０％である旨，被告は原告

の貢献度は１％程度である旨それぞれ主張するが，以上に説示したところ

に照らし，いずれも採用することができない。 

(2) 共同発明者間の寄与率 

 証拠（甲７０，乙６）及び弁論の全趣旨によれば，本件発明３は原告が主

体となって行ったことが認められ，原告の寄与の割合は７０％と認めるのが

相当である。 

(3) 相当の対価の額の計算 

ア 本件発明１  

(ア) 売上高 ２９億７７３２万３９６６円 

(イ) 超過売上げの割合 ２０％ 

(ウ) 仮想実施料率 ４％ 

(エ) 被告の寄与度 ９５％ 

(オ) 相当の対価の額 １１９万０９２９円 

（計算式）２９億７７３２万３９６６円×２０％×４％×（１００－９



５％）＝１１９万０９２９円 

イ 本件発明２  

(ア) 売上高 ３１億９８８６万６０８６円 

(イ) 超過売上げの割合 ２０％ 

(ウ) 仮想実施料率 ４％ 

(エ) 被告の寄与度 ９５％ 

(オ) 相当の対価の額 １２７万９５４６円 

（計算式）３１億９８８６万６０８６円×２０％×４％×（１００－９

５％）＝１２７万９５４６円 

ウ 本件発明３  

(ア) 売上高 ３６億１７９２万９４４５円 

(イ) 超過売上げの割合 ２０％ 

(ウ) 仮想実施料率 ２％ 

(エ) 被告の寄与度 ９５％ 

(オ) 共同発明における原告の寄与度 ７０％ 

(カ) 相当の対価の額 ５０万６５１０円 

（計算式）３６億１７９２万９４４５円×２０％×２％×（１００－９

５％）×７０％＝５０万６５１０円 

(4) まとめ 

  したがって，平成１２年４月１日以降の実施に対応する本件各発明の相当

の対価の額は合計２９７万６９８５円となる。 

 上記金額から，上記相当の対価の一部として被告が原告に支払った平成１

２年度分以降の実施賞７３万７４００円（前記争いのない事実等(5)ア(ウ)～

(サ)）を控除すると，残額は２２３万９５８５円である（なお，社長表彰は，

前記２(2)ウのとおり相当の対価の一部とは認められないから，控除の対象

とはならない。）。 



５ 結論 

 以上によれば，原告の請求は２２３万９５８５円及びこれに対する平成２３

年５月２１日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払を求める限度で

理由がある。 
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